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森 林施業計画と自然保護

ひらたたれお

平田種男

(東京大学森林経理学教室）
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われわれと自然との関係を次のように蕊る･われわれ

&は猫よりもはっきりと自然を対象的に意識し，これに対

抗的に働きかける(a面)。またしかし，猫とひとしく自

･然的であり，自然に即する面をもつ(a面)。これはとく

･にかわった見方ではないだろう。

(a)人もまず自然であり，即自然的であるから，自

分が自分（とその生活環境，どこまでとははっきりわか

‘らいが，ともかくも自然の部分）を守らない，というこ

.とは，人にとってもともと（基本的には）ありえないこ

とである，と私はまずは楽観的である。ただ，その守り

方，その方法を経験的に考えなければならない。誤るこ

・とがいつもあるからである。

(a)また同時に，人は単に自然でなく，対（抗）自

然的であるので，たとえば，われわれが森林から木材を

伐り出すこと（の象ならずレクリエーション等のための

森林開発一般）は，人にとって全く人らしき行為であつ

．て，これなしには，今日まで人は生存しえなかったし，

.これからも生存しえぬことは誰も知っている。しかし，

ここでも，その伐り方，利用・開発のし方，方法を経験

I的に考えなければならない。誤ることが時にあるからで

,ある。

そして，現実に人は森林（という自然）を三つの面で

:利用している。われわれにとって木材は絶対的に不足で

.あり，またすべての林家の生活が，多かれ少なかれ，木

5材の生産にかかっている。森林の保全・原生的利用が，

またいろんな問題をかかえながら，行なわれている。昔

もば木材の生産（伐・御が主で，その他が副であるよう

鼠に考えられていたが，このごろは三つの面がそれぞれの

･ウエイトを持つに至っている（木材生産の面が淡くなつ

錘のではない)。以上を認めて論をすすめよう。

1．さきに述べた森林の守り方,伐り方,その方法を，

とくに森林の全体について考えなければならない，とい

うことは，まず森林全体について計画がいるということ

であり，したがって計画することであり，さらにそれを

実行することである。計画は一般にどの分野でも必要で

あるが，ここでいう要計画性（とその策定，その実行）

幟林業での象必要であり，かつそれが可能であるという

計画である。いわば林業の特性＊としての要計画性であ

る。なぜかというと：

森林は原始的なものである。どういうことかという

と，森林ではストックとフロオが物の側で（＝自然的に

は）不可分離である。そこで,人の側で（目的に応じて）

これを分割・分離する必要がある。これが要計画性とい

う，林業の特性である，と考える。これは農・工業では

不要（そこでは熟期は確定的であり，生産物は明確に区

別される)，鉱業，水産業では林業と同じく必要である

が，ここではストックそのものが明確には不可把握であ

る。ところが森林面積，林木の現存鐙，その変化量（生

長鐙，枯損量等）等を，かれらの場合に比べれば，はる

かに高い精度で推定できるので，われわれの場合，計画

が必要であり，かつ可能である，といえる。

そのような計画一フロオとストックをわれわれの側

で決定・分離すること－伐採量(haまたはIn8単位）

と蓄積量（ストック，フォアラート）に，ひとかたまり

の森林全体を分割・分離することを考え為ときに，まず

は自然的ないし社会的諸条件；森林の現況をつかむこと

が必要であることはいうまでもないが，わけても林業経

営論的に,人盈が所有(保有,管理)する森林を次のよう

ｰ

〃

１
１
・
か

＊いわゆる林木育成の長期性は林業そのものの特性というよ

り，林業内のそれであり，また，後で述べる森林建設の長

期性のことである，と解する。

－1－



ように対応する。(c)は，それ自体で施業計画，蚤た

はそれに類するものを必要とするものであり,(c)は

それ自体ではこれを必要としないが，その集合を「地域

林経｣**の「地域森林」として,今日の地域森林計画のよ

うなものの対象となるものである。両計画はもとより次

元を異にするものではあるが，ここではさきの林喋）

経(営)の定義の演繰のひとつとして，とくに共通而(連

年的生産）を強調する。

くり返しであるが，ここでいう森林施業計画とは林分・

そのものに関する作業（施業）の計画ではなく，森林の

所有者等が単数であれ，複数であれ，ある程度以上の，

（たとえば50ha以上の）大面積の森林（林分の集合）

における（林道を含めた）伐・植計画のことである。経

営林あるいは経営可能林の施業計画であり，具体的に唯

国，公有林，大(中)私有林等にかかるもの，および(あ

るいは）「地域森林」（小所有の森林の集合）にやがては．

かかるものである。拙稿：造林分収林･森林計画，日林識

昭46年参照。

また，そもそも自然保誰云盈は，（まず！）大面積(個

別あるいは地域）森林全体の，連年的な問題である。厚

生，保全のための森林においてしかりである。またそこ

でもしかるべき路網は必要である。もちろん，このよう

な意味での森林施業計画においても，主た自然保護にし

ても，特定の，あるいはある森林部分（林分）をぬきに

して，そればありえないが，施業計画の対象としてのあ

る区域（地域，大面積）の森林全体が，路網によって，

連年的にうごく（伐。植される）話と，その内部，部分

としての林分作業そのものの話との区別を明示する。こ

の区別は以前から，たとえば連年作業と間断作業として

示されてはいるが，ただ並列されていて，とくにその差

の強調が少なかったようである。また，たとえば今日の

非皆伐作業論ほ，単に作業の話であって，それとしては

きくべきものをもっているが，施業計画論との区別に注

意がいる。施業計画としての人工林。皆伐もまた結構な

場合がむしろ多いはずである。不完全な計画と，不完全

な実行がまずいことはいうまでもないが。

に大層別すべきではなかろうか：森林というものは物

（自然）の側ではストックとフロオの分離・区分が自明

でないので,すべてをストックたらしめえると同時に,あ

る時点でいっさいをフロオたらしめることができる場合

(c)と,また,その一部を連年的にフロオたらしめ,残り

をストックたらしめることができる場合(c)がある。

そこで前者の場合の森林を備蓄林(c)とよび，後者を

連産林(6)とよんで，森林を，基本的にC,Cとして

あらく2分する。別語で示すと,(c)は農家林,百姓林

（今日はすでにﾖ蝶・委託が多く専業農家の数は10％少

しであるので，これは）小所有の森林とよばれてよいも

のであり,(E)は大所有の森林一国有林，公有林，大

私有林（たとえば50ha以上の森林保有体）である。

ここでひとまず，連年的な生産と分配（連産・連分）

を経営の第1必要条件と考えることにすればpC"Cは

また次のようにいいかえられる。cは経営以前の森林，

非経営林(＝備蓄林),cは経営林ないしは経営可能林と

承られるだろう。

もちろん，大所有の森林(6,経営林と私がよぶも

の）も，いつでも備蓄林(c)たりえる。連年のフロオ

化は自由であり，フロオにせずとも林木は永生し，熟せ

ず，腐らずである。大所有の森林ほ経営林と備蓄林（非

経営林）の可能性をふたつながらもつ。小所有の森林も

形式的にはこの両面をもつが，現実的には,連産(連分）

は不能である。1haの林家朧，たとえぽ1/50haあて連

年的に伐るような効率の低いことを今までもやってない

し，これからもやらないだろう（例外はある一一百姓林

の択伐等)。すなわち,ここでは備蓄林であることがすべ

てである。

この両林は，もし立木1個や1林分に即してこれを眺

めれば相似であり，単に所有（保有，管理）面積の差を

もつにすぎないが，所有（保有，管理）者の現実の側面

（目的，意識，行励等）や，効率的な林道網開設等の点

から承れば，両者の差は構造的であり，さきの相似（ひ

としき）面は皮相的であり，この差が最も現実的であり，

これが重視されなければならない，と考える。

数量的には，もし50ha*で線を引けば,(c)は件数

では99％，面積で臆50%,(c)は件数では1%,面穣

では50％という概数である。(c)の件数,面積'(c)

の面稜のウニイトの大きさを無視できない。

そしてこれが森林施業計画（林道計画を含む）に次の

‐
、

《
』

へ
．
《

日

色

*＊ある地域における小所有の森林の集合をr地“林」とよ

び,そのうごきをr地域刺経」とよんだのは,明日の林業の

一面の想像図であるにすぎないが，しかし,Speidel氏も，

林経の対鏡面積として，ドイツでは，20～150ha,平均的

には50haという数字をあげ，他方，個別の（小）所有を

はなれたregionale,またはiiberregionaleFlacheと

いう用語を明示しているのは，私の想像図と全く無縁のこ

とではないかもしれない。

*50haがすべて人工林であれば，たとえば年伐1haの収益

は400～500万円，人エ林率が50％でも年伐0.5ha,の収益

は200～250万円と考えられ，この収益額なら材錐で独立

できるものと現時点では考えられるだろう。

－2－
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2．ところで森林施業計画と自然保護ということは，

また別語でいえば，保続計画（保続性）と自然保護とい

うことである。経営の最低必要条件は連産（連分）であ

るとして，そのための施業計画であるなら，それはすな

わち保続計画であるからであり，保続計画にもいろいろ

あり得るが，まず保続性が林経の必要条件であるからで

ある。他方，この保統性（＝施業計画）と林経の経済性

（＝収益性）との関係について考えなければならない。

I自然保謹もまた，つねに大いに経済性にかかる問題であ

るからである（金を使わない自然保護はない)。

ここで保続性と経済性に関する，ドイツにおける今日

までの考え方のうごきを図示すれば（必ずしも実際上の

うごきではないが）：

ただ保続性を考える:Co枕a,1804

#Hartigjl795

保続性と経済性を考える:Hundeshagen,1826

↓

経済性を保続性に優先させる:Judeich,1871

問題は，そこでいわれている林経における経済性とは

．何か？詳しくいえば，そこでいわれている林経とはど

ういう形のものをさしているのか，そこでいわれている

軽済性とはどういうものであるのか？ということであ

る。

Judeichは考え方のうえでば,Bu式（指率:=pで伐

れ）にのっとる経済性をはっきりと保続性のうえに優先

させたが，実際上は保続性も考えて，というようにこれ

.らを折中的に扱った，とされている（林分経済法)。これ

を私は反省したい。だが私はここでjJudeichの優先順

・序の逆転，すなわち，彼のいわゆる経済性(=Bu説)を

そのままにして，これに保続性を優先させようとするの

'ではない，またHundeshagenのころのように，両者を

単に並列しようとするのではなく,BiolleyfaM611er,

･Ostwald,Dieterich,松下規矩氏等の主張にならって，

Judeichの経済性(=Bu説)を反省したい。すなわち，

ここでは反Bu説を試み，かつは自然保護とのかかわり

,あいを眺めてみる。

（1）一般に経営という存在⑯eing)の最低必要条件

’はその続行．持続的な維持(Going)であり，林経にお

,けるそのGoing(=Being)とは，すなわちまず保続的

・連年的生産(＝森林施業計画の実行）（と分配）という

ことであり，それがすなわち林経（としての森榊があ

る(=Being)ということである，単なる存在は置き物

である，と考える（保続の中味の仔細は別として)。そ

して，森林とわれわれとのかかわり合いには，「経営」

とよぶに値するもの，とよんでよいものが，数は少ない

が明らかにある，ということ，また，それは，あってし

かるべきもの，であると考える。

⑫）経営の形がそういうものであるなら，林経におけ

る経済性云灸ば，連産（連分）すなわちGoingの形で

の象’具体的には（上記のような）大所有ないし（上記

のような）「地域森林」においてのみ考えることができ

る。それ以外の場合はこれを考えない，と考えることが

現実的・常識的ではなかろうか，ということ。その代わ

り（というわけでもないが)，

（3）そのような連産（連分）可能の森林をゼロの状態

から私年（数十年）かけて建設・造成すること(Foun-

dation,林経の起業）の経済性は経営(Going)の経済

性とは区別する。一般に経営の建設・起業の経済性と経

営そのもののそれとは別であり，また，経営の拡大（の

ための新森林，新林地の購入等）は起業とは別である。

林経起業のための森林建設の経済性といって象たが，実

はいまだかって,いわゆる経済的計算にのっとって,数十

年かけて（連産可能の）森林を建設した例はなく，これ

からもないことだろう。林業生産（ここでいう林経)は，

始めにあった原生・天然林からの連年採取に始まり，今

日もなおそれが，更新には人工的な手を用いながら行な

われている，という明白な事実がそれを物語ってくれ

る。備蓄林の造成は文字どおりそういうことであって，

始めから経営でもなく，またその建設でもない。

以上は，林経においては，（数十年という）泌年サイ

クルではなく，連年的にのみ経済性（＝収益性）を考え

るべきではないか，という反Bu説の一端であるが，ま

た次の点からもBu説をしりぞける。

(4)Bu説(="年サイクル林経説）では，始めにも終

わりにも，土地(所有者）と立木(所有者）とに分解され

ている。それは(林業)生産の全体性（組織性，協働性）

を無視していることではなかろうか。林業生産をその生

産要素に分解すれば，確かに土地(所有)，立木(所有)，

労働，その他（たとえば計画）になるのはそのとおりで

あるが，生産そのものは，始めにも終わりにも全体的に

行なわれるものであって，決して土地や立木その他の

個灸の関係因子の，それぞれの生産のよせあつめではな

い。生産そのものは全体的に行なわれるということは，

また計画的・紐織的にということである。無計画．無組

織な全体というものは考えられないからである。あたか

も生態論者が森林系という全体を考え，そこにおいて物

質生産を組織的に考えるようにである。

そして，いわばこの生態論的な，森林全体としての生

産の立場からの収益説が森林純益説である，と考えるこ

とができる。この説は,森林所有者,すなわち立木と土地
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の両方の所有者という（総資本の）立場からの収益説で

ある，とするのは正しいが，もし〃年サイクルの単個の

林分－私の定義からなら非経営林一の〃年間の年平

均純益を森林純益とするのであれば,Bu説と同様に私

の説にふさわしくない。また，連産林における森林純益

説は，収益（の絶対額）については私の定義にかなう形

のものであるが，この純益を相対値（％）として測るた

めの尺度としての，純益を生翠出す母体，すなわち連産

する森林の評価についてはいまだ十分な言及がないよう

である。ふつうは，このときも土地（価）プラス立木

(価）イコール森林(価）として扱われているが，これは

土地純益説(Bu説）の前提（生産因子の分解）の裏返

しにすぎず，「連産する森林」を全体として，すなわち

森林施業計画的に評価しようとしてはいないように承ら

れる。Bu説と同様に生態論的でさえない。生態論には

生態系を椛成する諸因子の日食の生活(の持続),すなわ

ち日'々の生産と消費の連続がある。これが生態系の現実

であって，ここには全体としてはf‘年サイクル云々はな

い。その中の1個の因子jに着目すれば諸為の蝿があ

るが，全体一系一としては連日・連時の進行(Going)

がある。経営における日なの，また年為のGoing(非郡

年サイクル）も生態系のそれと別のことではありえな

い。ただ，この連年のGoing(=Bemg)は，単に自然

（生態）的ではない，むしろ非自然的な，人為的，目的

ムな，われわれの計画というものにおいて,Goingであ

る。これが林経である。あるいは，林経にとって不可欠

の，最低必要条件である，と考える。

（5）林経における経済性にかかわることで生長価説と

いうものがある。これも基本的にばBu説と同類のもの

であり，林経的にはふさわしくないもののように思われ

る。しかし私はこれを，生長量の推定誤差の大きさから

しりぞけるのではない｡現実にこの誤差の大きいことは，

測樹の経験者ならずとも周知のことではあるが。また，

期待（見込承）生長瞳から収穫量を見込むことの不確実

さからしりぞけるのでもない。それは安全でないことは

事実であり，これまでの経験がそれを明白に示している

が。あるいは似たことだが，生長価は発生するが未実現

であるという点から，これをしりぞけるわけでもない。

そうではなくて，無造作に生長価イーール収益価とする

考え方そのものが，林経的にふさわしくないのではなか

ろうか。という点を考えてみたい。理由は：

1．経験によれば，林経では収穫量毫生長量である。

等号は模式的な法正林や，森林の構成状態を帰納的に導

いた形のものに作り上げた天然林（照査法の森林）でば

成り立つが，若齢林の多い森林や，過熱林，老齢林の多

い森林では不等号が成り立つ。つまり等号の成り立つ森

林（林経）は，きわめて特殊なケースにすぎない。

2．一般はしかし，収益をすぐには実現しなくても，

生長量はやがて収益を生承出すもとであるとみている。

太ってゆくことが収益の実現につながることはそのとお

りである。立木あるいは林分は年とともに太る，材積が．

ふえる。枯損の多い天然林でも，枯損木を掃除すれば増，

加鐙がある。これらの測定は簡単でばない。しかしそれ

がはっきりつかめるとしても，この年々の増加獄(価)の‘

よせ集めを,ただちに収益(価）と承る，その点に問題が．

ないだろうか。そこでかれらが考えていることは，結局

は,立木価は何がしかの元金の’､0pのi乗である，と

承ることである。すなわち，単個の林分における〃年サー

イクルということが，この説の前提である。とすれば，

これは上述の私の定義には不適当である。いいかえれ、

ぱ，これは上述の形の林経における，すなわち森林施業

計画における収益(費用）概念ではなく，しいていえば，

計画とは関係のない備蓄林における考え方である。これ．

は,「没｣施業計画的な立場からのものであるために非経

営的な,したがって経営一会計論以前の,素朴にすぎて非忌

現実的な考え方である。生長価説を未実現の発生主義と

してしりぞけ，実現主義からの伐採価をもって収益とす

る考え方も，計画を前提としない点において前者と同撰

であり,また,詳細は省くが,林業経済で論ぜられていた，

いわゆる地代論も，無（施業）計画という前提での，単

個の林分における回収論議であり，その中味はBu説を．

出たものではなく，林経論としては無力である。そもそ

も単個林分の，‘年サイクルを前提とする論は，林経内の．

撫育作業（しかも皆伐作業）か，もしくは上述の森林建

設にかかるものであり，林経論以前の話である。

（6）現実に立木価は丸太市場価マイブース伐出饗として

逆算される。この逆算際おける伐出饗の投入にあらため。
て注意しよう。個別の林経であれ，「地域林経」におい

てであれ，一括してであれ，分業的にであれ，連年的な

伐出・造林・撫育また林道維持．経営治山のための投入

がある。それによっての拳森林（林分でばない！）は全

体として動く，すなわち林経がGOする。したがって林

経内の因子としての立木や，森林そのものの評価も，連

年的な造林撫育費の桑ならず，むしろ伐出聾の投入によ

って埜本的に規定されるものと考える。つまりBu説の．

ような，郡年サイクルの林分としてではなく，また伐出：

饗等を積極的にとりあげない立場ではなく，森林全体へ

の，すなわち（個別的，地域的な）施業計画的な蟹用

(連産する森林をそれとして維持．持続させる費用)の没

入において，森林の（費用的な）評価が試致られるべき

一
』
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のに対して，となりのWiirttemberg地域ではその影

が少ない，という対照的な現象がある。では古いものは

悪いものであり’新しいものはよいものであるのか？

とくに林経･林業の計画（とその実行,監査）において，

とくに今日までのわれわれの経験と経緯において，ある

いは，これからの展望において，あらためて問い返して

みれば,基本的には’円やnl3よりもha規準が林経．

施業計画に真にふさわしいものとして浮かび上がってく

るのではなかろうか!？面積平分法（のようなもの）が

かえって真に新しいもの，現実的に産出的なものとして

眺められるのではなかろうか，とりわけ自然保護とのか

かわりにおいても。もちろん，伐区の大きさの問題を考

慮しての話である。

面積平分法の最大の弱点は,In3需要に対する無配感

の点とされているが，そもそも森林の生産力（具体的に

は年生産量）の対需要弾力性は初めからない，あるいは

きわめて小さい，と思い切るべきではなかろうか（ひと

つのレアリズム)。もちろん'面積平分的な’この単純な

大枠内で，量の増大や形質の向上を，総じて伐・植（施

業）を合理的に考えることは必要であり，また可能であ

る。そのようなことの土台として私はこの話をすすめて

いる。では伐採齢についてはどうであろうか。はっきり

いえることは，上述の立場からはっきりいわなければな

らないことは,短くすることが経済的である，というこ

とにはならない’ということである。少なくとも円単位

で説明する短伐期説（たとえばBu説，その他）は，明

らかに林経的・林業的ではない，といえる。

次に（というよりも初めに述べるべきことではある

が）保続計画を実行する森林単位に関する問題がある。

これについてはすでに井上由扶氏や松下規矩氏等の説の

とおりであるが，要するに，その責任者は単数であるべ

きこと，その面積はそう大きくはありえない，というこ

とである。森林単位は計画が実行される姿（伐られる姿

と，でき上がってゆく森林の姿）が目に桑える現場，そ

こにおいて自然保誰も成就されるところ，あるいは，そ

うでなければならないところであるからである。

ではなかろうか。自然保護のためには，木材生産のたあ

の計画的な連年投入のほかに，諸々の計画的な投入が行

なわれるわけで（それなしに環境財としての森林の利用

がありえない)，まさに，これらの投入の成果として木材

のみならず保全・厚生の効果が産出されるのであり，森

林利用（広義)の成果計算（＝収益・費用計算)や，森林

評価（広義）のためにも，郡年サイクルの単(個)林(分）

での，すなわち施業計画をぬきにした，また伐出後の投

入を重視しない立場からの説は，上述のような限りでは

林経にふさわしいものではないだろう。

（7）以上の考え方は，ほかならぬ，最も集約な施業と

しての連年択伐（回帰年1年）の形を林経の形と承たま

でのことである。ここでは年々 の伐出がすなわちその撫

育であり，年,々 の撫育がすなわちその伐出である。（し

かし，私は連年択伐をベストの作業としてすすめる，と

いうのではない。それとこれとは話が別である｡)また私

は，生長価説を林経論的にしりぞけるのであって，生長

量を増す施業工夫や，生長法則，ないし生長鐙の測定法
の考究を否定するものではさらにない，念のため。

‘蜂

3．次に，保続（計画）を実行する方法として，基本

的に面積平分法（分期内の年伐面積の凹凸は許される

が，分期伐採面積合計を平滑する方法),もしくはそれに

基づく方法をすすめる亀

この項は，国，公有林，公社林等の主として大面積の

人工林に関係するが，（大)私有林にはあまり関係するも

のではない。そこではもっと自由で集約的な行動をとる

こともできるからである。

さて，収穫予定の諸法を大分けすれば次のように示さ

れぉ：
一
一

収穫予定の基準
主副 ’群’ 代表例

､

面秋平分法

生長量法

林分経済法

(m3)

(ha)

円

ha

InS

折中，ないし

群
群
群

１
２
３

一般には1群は2，3群より古いものとされ，2，3群

は1群より新しいものとみられている。日本の国有林で

もそうであり，昔ほど1群に近かったものが，とくに敗

戦後は「林分経済法と生長量法を併せた」ような形であ

り，少なくとも表面上は，面積平分的なことばが消えて

いる。西南ドイツの例をみても，比較的伝統的なBaden

地域では今もなお面積平分的な考え方が重視されている

甲
。

＊松下規矩：自然保護論の嵐の中の国有林林業，昭47年1月

r蒼林」参照。
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維持・種族保存のために他の生物およびその残骸からエ

ネルギーを得なければならない。特に「寄生性の菌類」

ば生きているものに寄生し，菌類が繁栄するとその寄主

は弱り，遂には枯死することになる。菌は寄主の枯死前

に胞子を生産してまた,新しい寄主を求め,次煮とこれを

くりかえす。したがって，強力な菌ばいつもある植物を

枯死させる方向－ひどい場合は全滅させる方向一に

働いていると考えられる。

その例としてシベリアカラマツ・チ三ウセンカラマツ

の「エンケリオプシス胴枯病」（佐保・高橋鮪B)1973）

をあげることができる。この病原菌はきわめて強力であ

って,北海道内において,数年間で若いシベリアカラマツ

やチョウセンカラマツの植栽木を全滅させてしまった。

病原菌が明らかになるまでは寒さの害で枯死したといわ

れていたが，菌と雪の協同作用による病害であった。こ

の事実は筆者らにある植物が菌類によって一掃されてし

まうという事実を教えてくれた。

この場合にもカラマツはほぼ健全であったから「植物

と植物」の競争ではなく「植物と菌類」の競争にも「自
然淘汰」なる語が適用できるか否かよくわからないが，

エゾマツとトドマツに対して菌類による選択的加害が，

天然分布を決める’つの要因となっている事実を説明し
たい。

2エゾマツとトドマツの生育状況

東京大学北海道演習林内では標高200～600mにトド

マツが多く，それより高所にエゾマツが多い。もちろん

トドマツも標高1,500m近くまで少数ながら生育してい

るので両樹種間で境界線を引いたように住承分けている

のではなく，エゾマツも標高250mほどまで少数生育し

ている。また苗畑や見本林では，たとえ低高度地であっ

ても両樹種ともに生育しているし，東京でも生育可能で
あるので，標高差による気温の変化の承が両樹種の住承

分けの理由ではないと思われる。また，記録計による股
低温度を見ると標高500～900mの間では-30｡Cであ
って,標高とは関係なかったことは意外であった。した

がって，寒さもまた，両樹種の住承分けについて決定的
な因子ではないと考えられる。

ニゾマツの天然更新は風や雪で自然に倒れた幹，ある

いは伐根が少し腐朽しはじめるころに，それらの上にだ
け行なわれる（倒木更新とよばれている)。トドマツは

地上にも倒木上にも更新できるので，倒木上では両者が
まじって生育していることが多い。

3エゾマツ稚苗消滅の原因

エゾマツ種子は秋から冬にかけて多数地上や雪上に落
下する。ある一定時期だけ種子が落下するのではないた

エゾマツとトドマツの天然分布

に関与する菌類

塞桂瞼ろよし

佐保春芳

（蕊繍拳蕊）
たかI鳶しいく北

高橋郁雄

（東京大学北海道演習林）
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1 はじめに

北海道で登山をした場合に，トドマツ林が次第にエゾ

マツを混交するようになり，さらに登ってゆくとエゾマ

ツ林に移行することが目につく。この状況は従来，両者

の間に光，気温，土壌等の自然環境も加わって自然淘汰

があったといわれていた。このエゾーマツとトドマツの住

象分けの理由についての推論はさまざまであるが，倉田

（1973)の菌害回避説による天然更新への考え方,および
遠藤・林（1972,1973,1974）による稚苗雪腐病による

更新阻害の実験がある程度の解決への道を示している。

また余語（1974）も菌類を研究することで天然更新の問

題は発展することを述べ，さらに植物遷移にも菌類は関
係するのではないかと推論している。

筆者らは昭和43.44年度文部省科学研究饗補助金によ

る「エゾマツ天然更新に関する基礎的研究」の一部を分
担し東京大学北海道演習林内でエゾマツの芽生えが地上

から消失する原因について研究した。この研究はその後

も継続されていて新しく幼齢木の病害も加えてエゾマツ

とトドマツの天然分布について一部説明できるようにな
った。

本論へ入る前に，一般的に自然淘汰は生物同志の環境
を含めた生存競争による適者生存の意味に用いられるこ

とが多く，さまざまな変化要因として作用するだけでは

なく，安定した環境の下では種の安定要因としても重要
であると見なされている。たとえばエゾマツとトドマツ

の間での生存競争といった型で理解されることが多く，

この考え方では両者の間での住承分けを説明しきれない
ように思われる。

しかし，菌類の作用を加えると別な見方となる。すな

わち，自らの力でエネルギー生産をできない菌類は生命

へ
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写真一’配〃α"〃z"”におかされたエゾマツ稚苗。

雪から掘り出した直後の状態

めに降る雪にまじって積雪中にばらまかれた形になり，

0～－1｡C,湿度100%で保たれている。雪どけととも

に種子は地表に達し発芽して，たくさんの稚苗となる。

トドマツは球果の鱗片が軸から脱落するために雪の降

る前にほとんどの種子が地上に落ち雪の下で冬を越して

翌春に発芽する。遠藤・林(1972,1973,1974)や佐藤・

庄司・太田(1960)はトドマツ種子が土壌中でR〃“0－

”"〃鮒"'"妙"""〃(暗色雪腐病菌)におかされて地中腐

敗を起こすことを指摘しているが，筆者らの観察では標

高350～800mに至る南西方向への緩斜面で，標高とあ

まり関係なく多数のトドマツ稚苗が地表に更新していた

が,これらの稚苗は地中腐敗をまぬがれたものであろう。

上記エゾマツとトドマツ稚苗はともに1～2cmの高さ

詣で生育し第1年目の冬をむかえる。冬の間は約半年間

雪の下に埋まって過ごし，翌春の雪どけとともにふたた

び稚苗に光が当たるようになる。しかし，春の雪どけ前

に，稚苗にかぶさっている雪を取り除いて象ると稚苗に

はくもの糸状のものがからんでいる。このくもの糸状の

ものはRiacoα""zｵﾙe"'zり極"z"泥の菌糸であるが，雪が

完全に消えてしまうと見当たらなくなってしまう。この

菌糸はエゾマツ稚苗にから象つき，混在しているトドマ

ツ稚苗には見当たらない。そして地表が乾燥するととも

にニゾマツ稚苗は茶褐色になって枯死してし蓑う。同じ

場所に生えているトドマツ稚苗は健全であることは，土

壌中でR・腕g〃z"α"""zにやられても，’年生の稚苗に

，なった場合には，エゾマツよりはるかに低い割合でしか

この菌によって枯死しないのであると考えられる。筆者

らの観察では枯死しかけた稚苗から庇zs"""z,Cy"〃‐

,""""o",Bo"'"s等が検出されているが，これらは

エゾマツ稚苗を全滅させる丘〃α"“""zのような力はな

いようである。

RAαco"2"zの分布は苗畑から標高1,000m以上にまで

及び,Rhacod""がなかったら，エゾマツは低地から高

地までどこにでも地上に更新できると考えられる。した

がってエゾマツが地上に更新できずRAacodiz"郡が潜在，

していない倒木にの象更新している現状を菌類の上から

説明することができる。

4トドマツ幼齢樹の消滅原因

前述のごとくトドマツは種子から稚苗となる過程で

Rﾙα“”"犯におかされる率が少なく,地上から稚苗が一

掃されることもない。エゾマツ’本で'5万粒，トドマツ

1本で3万粒の種子を生産するといわれているだけに混

交林では地上にある1年生稚苗はエゾマツの方が多いよ

うに見受けられる。しかし2年生稚苗はトドマツしか見

当たらず，それは倒木上にも地上にも生育し，次第に大

きくなっていく。トドマツ苗が高さ20cmくらいになる

ころから葉枯性の病害によって全葉が落ちてしまう例が

ある。これは砂αcitZ""zQbie"sによる雪腐病(佐保.高

橋1969，高橋・佐保1969,1972）であって，最初は1

本の幼齢樹のごく一部が感染し（子嚢胞子による第，次

感染)，冬になって雪の下になっている間に罹病部から

伸びてくるくもの糸状の菌糸によって新感染があり（第

2次感染)，その幼齢樹すべてをくもの糸で包んだよう

になり，針葉がおかされる。この場合，雪がとけるとと

もに暗緑色であった針葉は茶褐色となり，9月ころに多

数の成熟した子嚢盤を見るようになる。しかし罹病葉は

’年間は落下しないことが多く，9～10月に子嚢胞子を

飛散させてふたたび第1次感染源となるし，同時に冬

の間に行なわれる菌糸による第2次感染源ともなってい

る。したがってトドマツ幼齢樹では雪面より下の部分が

おかされ,その部分の針葉がすべて枯死することが多く，

小さなトドマツは全葉枯死となってしまう。生長がきわ

めておそい倒木更新しているトドマツはいつまでも雪面

から上に出ないので枯死することも多いようである。

これに対し，エゾマツは罹病するが子嚢盤を作る前に

落葉してしまうことが多く，雪中での第2次感染が少な

く，エゾマツ稚樹がr猫αc"i郷加によって枯死すること

が少ないことを示している。また落葉上でば成熟した子

嚢盤は作らないようである。

』秘αc";""zの分布ほ標高1,500m(ハイマツも軽度に

罹病する）から500mぐらい童でで,400mまで下ると本

菌による被害は急速に低下する。500m以下になると夏

期の高温によって子実体形成が困難になり，第，次感染

が少なくなることが菌の分布に関係あると考えられる。

また1､ドマツのごく小さな稚苗では』瓠α"“"犯はな

かなか発見できないので,年齢による針葉の変化があり，

それが感受性に関係があるのではないかと期待される。

－7－



写真－2 動<zc""""に鐙かされたトドマツ稚樹の針葉。くもの糸
のような菌糸がからんでいる状態を示す。雪中から出て
10分間も経過すると菌糸はほとんど見つからなくなる

<漣600m以上になると罹病状態が悪化

し，このため比較的抵抗性のエゾマツ稚

樹の生き残る率が高くなると考えられ

る。

c)標高300～600mではエゾマツ球果

銃病によってエゾマツ種子生産が減り，

天然更新をする時の稚苗生産数を減らす

ことになる。

以上のように標高600mより上では倒

木上でエゾマツの生き残る機会が多く，

低所では倒木上ならびに地上にI､ドマツ

の生き残る率が高くなることは明らかで

ある。ただ低所で倒木更新しているエゾ

マツを選択的におかす菌類がまだ発見で

きないことが，菌類の象によって天然分

布が左右されるとはいいきれない理由と

なっている。とくに気温と種子生産の関

5他の菌類

エゾマツには球果の象をおかす銭菌(Z乃2""s0""･9-

0"(z)がある（佐保・高橋1970)。この鋳菌の中間寄主

はシウリザクラであって標高300～600mに分布してい

る。したがってシウリザクラの分布と球果鋳病の分布域

は同じであって，それより高所ではこの鋳病を発見する

ことはできない。罹病球果内の種子はシイナになってし

まい’多数の球果が罹病すれば成熟した種子牛産避を減

らすことになり，エゾマツ天然更新に対する障害の，つ
となっている。

6まとめ

今までエゾマツとI･ドマツの天然分布について菌類の

側から述べてきた。これらの菌類ほすべて樹病学上きわ

めて璽要なものばかりである。これらの菌類とエゾマツ

・トドマツを組承合わせると次のようになる。

a)もしR〃"“〃"〃による稚苗雪腐病がなかったら

エゾマツは低地から高地まで地上に更新できるはずであ

る。エゾマツはR""cof"Z",〃のために地上に更新できず，

倒木や伐根上にのみ生存し，いわゆる倒木更新を行なわ

ざるをえなくなっている。トドマツ稚苗は正倣zcodi""z

に対してエゾマツより抵抗性であって地上に更新するこ
とができる。

b)1､ドマツは地上にも倒木上にも生存するが高所か

ら標高500mぐらいまでのものは恥αci"""zα"c"sに

針葉をおかされる。雪面から上に出るほどに大きくなっ

たものはよいが，雪面より下にある稚樹は全葉が罹病し

て,倒木上でも地上でも枯死しているのが見受けられる。

この状況は標高500m以上の地点でトドマツが減り，と

係は筆者らには未知なことであって，ここにも天然分布

に関係ある要因がありそうに思われる。

従来樹病学とは個盈の木の病気として理解されていた

が，今まで述べたごとく，ある樹種の天然分布にまで関

与していることを知っていただければ幸いである。
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山地の車道建設と森林保全

－植生の被害を中心として－

たかはしけL，じ露

高橋啓二ii
（林試・防災部）弱
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＝ 写真－1道沿いのシラベ，コメツカの風害

って路面を造るが，これに伴って起こる被害は捨土石に

よる害，爆薬による飛石害，道造りで生じた雪の吹溜り

地の雪害，強風によって捨土平坦面上の砂礫が飛んで惹

起する被害，切取法面の侵食崩落による被害，道上斜面

の崩壊に基づく被害，排水工の不備による水食洗掘被害

などが植生に発生する。さらに，建設後には人の踏ゑつ，

け’盗採による被害なども道路と関連して問題となって：

いる。

これらの被害はどのような所にも普遍的に発生するも，

のではない。地形・気象・地質・土壌など植生をはぐく．

む無機的自然環境要因，影響を受ける側の植生の内容，

さらにどのような形で人為を加え管理するかといった3：

者の関係でほぼ決まってくる。以下に主要な被害につい

て概略ふれて承よう。

a)風害：わが国の顕著な風害ほ一般に台風によって

もたらされるが，東北・北海道地方でほこのほかに冬季

の発達した低気圧に伴う暴風によっても起こる。しかし

垂直的に見ると，関東以西の亜高山帯でば東北地方以北

と同様,冬季の暴風が風害原因として大きい位置を占め，

富士山の蕊山道沿い，あるいは南アルプスなどの伐採地

周辺を調べると，亜高山帯では台風のほかに冬季の暴風

による被害木も発生している。しかも，風害をもたらず

最大風速20m/sec以上の風の頻度は冬季に多い｡ただ，

冬季の暴風被害は台風のように大面積にわたるものは少

なく，林縁沿いに小面積発生することが多い（写真一，

参照)。

通常，地形の影響を除いた時の最も危険な風向は，台

風の場合は南よりの風であるが，亜高山地帯や東北地方

以北の冬季の幾風は西よりの風である。大地形からゑる

と’被害は山岳の上記風向面に多く発生し，また海抜高

が高くなるほど道沿いの被害本数も増加する。局所地形

近ごろ,以前歩いた山をふたたび訪れる機会が多いが，

そのたびにずいぶんと変わったものだと感ずるのは車道

の増加である。そして，この道路造りが自然破壊の張本

人として皆伐とともに各地で問題化していることは周知

のとおりである。しかし，人口密度の高いわが国では乏

しい森林資源を積極的に保全（保全とは生態系の仕組承

をこわさずに，将来にわたって合理的に利用管理するこ

とで，木材漬源の象でなく公益機能の利用も含む）しな

ければならない宿命をになっている。そのために要保存

地域以外の利用可能地域では何らかの管理・運搬施設が

必要となる。そこで，実際に道路造りが森林保全や自然

環境の保全にどのようなマイナスを及ぼしているのか，

そこにひそむ問題点，とくに植生被害について筆者なり

に整理してみた。道路計画や施工に多少とも参考になれ

ば幸いである。
f『=～‘

q

1．植生のおもな被害

車道沿いの自然破壊の内容を調べて承ると，次のよう

な様燕な被害を受けている。まず，車道の予定路線に沿

って伐採がなされる。これによって周辺の植生が受ける

おもな影響は風害（ここでは風による林木の根返り・幹

折れ・傾斜被害をさす）と立枯害（この被害は冬季の乾

燥した強風が素因で，生理的には乾燥が，機械的には強

風時の樹体動揺に基づく枝葉や時には幹の擦傷・落枝が

原因となり，前者が主原因となることもあるが，両者が

複合して枯れる場合もかなりあり，仮に立枯害としてお

く）が林木に，また林縁における林床の陰生草本や低

木，前生稚樹も伐開前まで冬季間積雪で保護されていた

のが，風当たりが強くなって裸出し，あるいは夏季に強

い日射を受けて枯死するものが出る。次に山体を切り取

－9－



よりの風によって惹起する。実際の危険地形の

判定には冬季の主風による偏形樹を利用すれば

容易となる。

被害を最も受けやすい天然林は，亜高山地帯

ではコメツガ・シラベ・アオモリI、ドマツな

ど，山地帯ではヒノキアスナロ・ウラジロモミ

などからなる，いずれも伐開前はうっぺいした

常緑針葉樹林である（写真－2参照)。しかし，

自然環境が非常にきびしい場合には他の林相に

も発生する。被害の軽い場合は一部の枝葉の単

が枯れる涙，被害の著しい場合や軽度の被害を

くり返した時は木が枯れる。

人為の加え方との関係は風害と同様である。

ただ，立枯害がいったん発生した道沿いでは立

枯木があるとその進行拡大が止まることがあ

る。これは立枯木の環境緩和作用が働いてくる

定される。しかし，林帯幅が狭く風が通りぬけ

1

《
」

灘
写真－2ヒノキアスナ匡の立枯害

ためと推定される。しかし，林帯幅が狭く風か通りぬけ

やすい林では拡大が続く場合もある。また，立枯木が年

月を経て倒れ，かつ更新樹の樹高がまだ低い場合は風下

へ順次に拡大していくおそれが強い。立柚害はうつくい

した常緑針葉樹の人工林に道路を通す場合にも条件がそ

ろえば起こると考えられる。

なお，以上は成木について述べたが，コメツガ・シラ

ペ・アオモリトドマツ・スギ・ヒノキなどの稚幼樹は同

様な地域・地形の道沿いで，冬の乾燥害の承で被害を受

けることが多い。

c)捨土石の害：林木の場合，この害は捨土による根

の埋没のほか，捨士時の石礫転落による傷害も加わって

生ずるものとみられる。地形からぷて，急斜地であるほ

ど捨土量を増し，かつ捨土石が斜面下方へ及びやすいの

で，被害は大となる。斜面における捨土の分布をみる

と，写真一3のように道沿いでは尾根などの凸地形の所

を除いて全面に分布しやすく，斜面の下方へいくほどし

だいに沢など凹地形の所に集中する形となり，､その範囲

の植生が被害を受ける。

捨土でおおわれる林地は本来，土壌的には優良な林地

が多い。その土壌が有機物の少ない切取土石でカバーさ

れ，土壌動物・微生物の少ない土壌と変わり，その回復

には相当長い年月を要するものと思われる。そのため，

林木被害としては直接捨土で枯死・生長衰退したものに

とどまらず，土壌が回復するまでは更新林木にとっても

生育不良という被害となって影響するのではなかろう

か。蓑た林床植生が果たしていた公益的な機能もその部

分でゼロとなり，捨土層ほ不安定で豪雨時に崩落しやす

く，土の粒子も流亡しやすく，下流の河川汚濁の原因と

からみると，暴風に向かって開いた河l1や沢沿い，風当

たり斜面の急斜地，稜線や尾根付近，あるいは鞍部の付

近，風向に向かって流れる沢の湾曲点や支流分岐点付近

など，風が収れんしやすい風害危険地形の道沿いに被害

が集中する。したがって，一般的には，関東以西の山地

帯以下の地域では台風時の南よりの風（ただし，地表付

近の風向は地形によって変化する，以下同様）が強く吹

く風害地形が，そして亜高山地帯や東北地方以北の森林

地帯では台風時の南風と冬季の西よりの風の強く吹く地

形が最も危険といえよう。

被害を受けやすい群落は，天然林の場合，遷移終期相

のうっぺいした林が伐開されたとき最も危険である。樹

種的には，終期相を構成する常緑針葉樹が最も被害を受

けやすく，落葉広葉樹は通常耐風性が大きい。うっぺい

した針葉樹人工林ば天然林よりいっそう被害を受けやす

い。また林型では同齢一斉林が激害となりやすい。

人為の加え方との関係でば伐開幅の広い道沿い，ヘア

ピンや道路屈曲部の風当たり林縁，風上側に広い開放面

(広い捨土平坦地,駐車場,作業施設跡地など）をもつ所，

上下の2道路間の林帯幅が狭く，風が吹きぬけやすい所

などに被害が集中する。なお風害箇所は風害を受けやす

い地形・群落がその風下に続く限り，その後も彼害を拡

大していくことが多い。

b)立枯病：この被害は冬季に土壌や樹体が凍結し

て，根からの水分供給が絶たれ，かつ乾風が強く吹いて

強制蒸散が起こる地域・地形で発生し，冬季の季節風が

とくに強く吹いて，裏日本に蒙雪表日本に晴天・乾燥

が続いた年に大きい被害が起こる。したがって，亜高山

地帯でも山地帯以下でも，地形の影響を除いた場合，西

へ
滴ジー
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とくに凹地に写真－3捨土は凸地形の清地以外の所，とくに凹j

分布しやすい

もなる。地形によっては沢に集中した捨土石が土石流の

素因になりかねないが，それが発生したとき沢沿いの植

生がさらに2次的被害を受け，また治山治水施設の出費

をまねく。

人為的には道幅の広いほど’そして切取盛土道路より

切り取った基盤の承を路面とする切取道路に当然のこと

ながら被害が大きい。

捨土に全体が埋まった低木や草本ばほとんど枯死する

が，根元だけが埋まる林木は樹種によって耐性に差があ

る。富士山亜高山帯ではコメツガ，シラベ，アオモリト

ドマツはこれによってその大半が枯死するが(写真－4)，

カラマツ，ダケカンバ’ミヤマハンノキ，ナナカマドな

どは枯れることが少ない。その理由の一つとして，埋土

した時の不定根発生の難易が影響しているようで，前者

の各樹種は不定根発生率が低く，後者では埋士したもの

の大半に発根が見られる。冷温（山地）帯の樹種につい

て’大台ケ原山有料道路沿いに調べた例では，亜高山帯

の常緑針葉樹ほどではないが，図－1のごとく，かなり

の被害を受ける。暖温帯の樹種ではハンノキ属，ヤナギ

属の植物やマメザクラなどは不定根を出しやすい。しか

し,コナラ，クヌギが50cm以上埋土して不定根を出さ

ずに生存している例もある。

したがって,不定根を生じやすい性質は捨土に対して

耐性を増すと朧いえ，それが絶対条件ではなく，埋土に

よる根自身の耐性にも樹種間に差があると孝られる。ま

た土壊条件，捨石による傷害，それによる腐朽菌の侵入

など，捨土害に関連する要因はほかにもあり，これらに

よっても左右されよう。

写真－4シラベ，アオモリトドマツ，コメツガ
の捨土害

100

鰯
囮

械死水

80
衰弱木

０
０
０

６
４
２１

被
害
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％Ｉ

一

〃
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蜜
3

狸
＝

〃F”’1．‘唾1

、
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ジノォメオ
ラ

ダ秘、モロキモッャナミ

図－1捨土石による本数被害率の樹種別比較鐘路開通
後11年経過，衰弱木は枝が30％以上枯れている木）

2．その他の被害や影響

写真一5のように，車道を造ると道上側の林地崩壊を

誘起し,森林に被害をもたらすことがあり,これは崩壊危

険地に多い。その直接的な林木被害は山地全体からふて

わずかかもしれないが，生産林地として長期間利用でき

なくなる間接的な被害を考えると，寸土をも利用しなけ

ればならない日本では無視すべきではない。また，その
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これらほ要検討課題であり，一方在来植物の見

直しも必要である。その他，切取法面の植生に

よる安定効果について，あまりにも期待をかけ

すぎているきらいが強い。植物が定満するには

基盤の安定が必須条件で，この面での安易な省

力化は危険である。とくに日当たり風当たりの

よい法面でば積雪によるカバーがなくなり，表

土の凍結・融解，霜柱，風食などによる侵食が

進承やすい。

3．おわりに

車道造りが非難の的となってきた背景には切

取道路の増加，そして昔は山腹下部に造られる

ことが多かったのが中腹や稜線にも造られるよ

うになってきたこと，風致利用の増大する時代

に変わったこと，一方必要経費は抑制されるな

５

で
写真－5道路建設に伴う崩壊と捨土

復旧工事費や下流への悪影響も考えると崩壊危険地域の

道路計画には細心の注意を必要としよう。

道路法面の侵食による被害は単に切取面上方の木や地

表植生が崩落するのみでなく，侵食・崩落土砂礫が道下

に捨土されることにも注意を要する。これを防ぐために

練法面の安定工蕊と緑化が必要となる。現在広く実行さ

れている緑化法はﾀ味牧草の吹きつけである。しかし，

この方法には生態学者の反対が強い。その理由の一端を

承ると，①牧草では貧菱な土壌と侵食や乾燥などの厳

しい条件下では次第に消失する，．②自然状態の遷移に

比べ，遷移速度が遅く，むしろ正常な遷移を阻害し，安

定な自然植生に推移させるのにかえって長年月を要し，

効率が悪い，③自然公園地域では外来種は異質なもの

で好ましくない，④タ味植物の導入に際し，それらの

虫菌がわが国に侵入した場合，抵抗性のない在来植物も

被害を受け，自然生態系を乱すおそれがある，⑤夏緑

性の禾本草，とくにウィーピング・ラブ・グラスなどが

山火事発生の素因になる，などの点があげられている。

どの理由も働いていると考えられる。

しかし,本来，日本の山地は地形急峻・複雑なうえに，

暴風・豪雨・豪雪・寒冷といったきびしい気象条件下に

あることが素因である。そして管理が長期の歳月を単位

とする森林保全にとって，これら異常気象とよばれやす

い現象は決して異常ではなく,単位期間にたびたび襲う，

むしろ恒常的な現象として保全施業に組み込まれねばな

らないものである。そうした日本の自然環境を十分にふ

まえ，それに適したわが国独自の保全体系が伐搬を含め

ていかにあるべきかを現実の山左を対象に考えねばなら

ない。そして運搬施設は経済的・土木技術的な視点のみ

でなく，その地域の森林生態系や下流の河川生態系，さ

らには人間社会への影響など生態的・社会的な面まで分

析予測して評価し，かつ安全率を見込んだ最適のものが

望まれている。これを実行に移すには各分野の専門家の

協力が是非とも必要となってくるとともに，各種の意見

を総合し，結論を出す専門家の菱成も大切となる。

へ
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森林意識の情報である。

いいかえれば森林は常に統一された科学的手法でくり

返し調査され，その情報は物理的面とともに人文的な面

をも十分に含んでいなければならない。またつけ加える

ならば，収集された情報は直ちに理解しやすい表現で発

表されなければならない。それは森林が林業家のもので

あると同時に多分に公共のものでもある使命をもつから

である。

口 …

マルチ・カメラとピュアの

森林への活用

なかじ童いわお

中島巌

（林試・航測研究室）

2．リモートセンシングの活用段階

森林を常時くり返して科学的に調査する方法として最

も効果的であるものはリモートセンシング技術の適用で

あることば広く認められてきている。それは正しく宇宙

空間の観測から地上観測の視野までの広がりの大小に応

じて，各種の記録法で地物を空間電磁波の反射強度とい

う同一の尺度で数量的に観測し，また機械的な情報処理

や画像表現を本命とする技術である。

それが森林の財産目録の作成や改訂に有効であること

は容易に理解されるが，また外界との関連情報を得るこ

とを助ける最良の技術でもある。

リモートセンシングは宇宙術星からの観測像を送る技

術だと思われていることが多い。たしかにその分野で実

用化し，他の方法ではできないことをこの技術は可能に

した。この技術の出発点は「物体や現象は物理的性質や

化学的素成の違いで，それぞれが個有の組合せをもった

電磁波（光波）を反射したり発散したりしている」こと

にあって，この電磁波の瀧成を読承とり，客観的，数値

的に観測地物を解析し情報を整理することを目的として

いる。そこでは映像を作ったり解析画像を作成すること

は，これを判定する鍵を確かめ，または観測されたもの

の状況を理解する，あるいはわかりやすく説明，表示す

る役割をもっている。この点，写真像そのものが原材料

で，それから地物の判断を導き出す従来の写真像の利用

と異なるものである。

宇宙空間からであろうと，航空機からであろうと，リ

モートセンシングの作業行程は(1)観測（撮影）(2)観

測記録の読承とりと確認(3)目的物の特性判定と分離抽

出(4)要因解析と予測(5)判定結果の説明用処理の段階

を取る。とくに最終項の説明用の数値処理，画像処理

は，それが真実の地表反射電磁波を元とするものである

ところに他の数表や図葉には期待できない信頼性を与え

る。

口

‐

1．森林の取扱いをきめる情報

森林の豊富な開発途上国は,森林資源をまず国の産業，

経済力を発展させ，住民生活の水準を高める生産資源と

しての活用を図っている。一方，先進国といわれる既開

発国では，どこでも森林は地球上の限られた自然資源で

あるとの見方が発達してきており，次の世代への自然環

境の保全に基本的な考えを進めながらも，ふえ続ける木

材需要と限られた供給能力とのバランスをどうやって保

つかに悩んでいる。

ここでの森林資源とは，いうまでもなく木材生産と同

時に副次的な森林特産物や水資源，野生動物，あるいは

風致効果といった生産と国土保全，社会厚生等の総合さ

れた森林機能がもつすべての生産力の結果を意味する。

この見方に立った除これからの既開発国森林経営の

基本方向は，林業としての木材生産と同時に他のすべて

の公共的機能をも最高に発揮し，維持することを目ざす

こととなるのは当然である。国として，地方，また地域

として考慮されるべきこの基本的な考えの中に個玲の森

林の取扱いが検討されるものである。

この立案と実行を可能とするもの，それは常に新しい

森林資源の財産目録と，時とともに移り変わる動勢を知

らせる情報，また個食の森林能力がどのような而で，ど

れだけ人間社会と結びついているかの個別情報にもとづ

く判断である。

従来より，森林経営計画編成の調査は，多くの努力を

払って実行されてきたが，内容的には調査時点での森林

の財産目録の改訂に重きを置かれてきた。それは今まで

にもまして重要なものではあるが，さらに必要性をもっ

てくるものに，国際的，また国全体の視野から小林分ま

での縦の線と，各国，各地域をつなぐ横の広がりを同じ

く対比，検討しうる同一規準の尺度をもった測り方，そ

れを取りまく外界への作用，反作用を明確にとらえうる

今

1

3．マルチスペクトル空中写真

物が反射する電磁波の性質を知るのに必要なものは，
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どの波長の部分ではどれだけの強さの光量が反射してい

るかを知らせる記録である。

天然色写真や赤外カラー写真ではそれが色の差であら

われている。だからそれを測るためには色分解測定が必

要になるが，カメラや撮影時の条件，現像，焼付過程な

どで発色状態がそれぞれ変わるものであるから，それか

らの各波長域ごとの光量測定は大変やっかいなものであ

るし，概略の値しかでてこない。その影響を軽減するた

めに色ごとの光量の比を用いるバイバンド法が考慮され

て用いられてはいるが，本質的には波長域別の光を別為

に記録することが最も望ましい。

資源衛星でも，航空機塔載の探査機（スペクトル・ス

キャナ）でもとらえている観測記録は観測波長領域内の

合成像ではなくて,その中をいくつかの波長帯(バンド）

に区切ってそれぞれの光量を別なに記録したものであ

る。

光学カメラでこれと同じような波長帯別記録を取るこ

とを可能にしたのがマルチスペクトルカメラ（マルチ・

カメラ）であって，それは現在での一つの完成された技

術である光学カメラの高い記録性とスキャナなどとは比

較にならぬ経済性をこの分野に活用させ，平易にわれわ

れをリモート・センシングの世界に踏象こませてくれる

ものである。

マルチカメラには4台の別灸のカメラ（普通は6×6

cm判カメラ）にそれぞれ違ったフィルターをつけて同

一物を同時に4つの波長帯別に撮影できるよう架台の上

にセットしたものと，1つのボディに異なったフィルタ

ーをつけた4個のレンズを持ち，1枚のフィルムの上に

4つの波長帯別の像を別左に記録する2種類がある（図

－1)。

その波長帯は通常バンド1…・0.4～0.5ミクロン

(青色光)，バンド2．…0.5～0.6ミクロン（緑色光）

バンド3．．．．0．6～0.7ミクロン（オレンジ光)，パン

ド4…・0.7～0.9ミク戸ン（近赤外光)の4バンドで，

それぞれを白黒の像で記録する（図－2)。
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4．マルチ・バンド記録からの判別原理

数種の地物の代表的反射波特性の模式図と，その波長

域内での資源衛星探査機，マルチ・カメラ写真，天然色

(肉眼感光色)，赤外カラー写真のそれぞれの波長区分バ

ンドを図－3に示す。

ここで見られるように，生育する植物の葉が他の物質

と異なる股も大きな特色ば，肉眼で緑と感じ為光，（0.5

～0.6ミクロン）と近赤外線（0.7～1.0ミク戸ソ）付近

に多くの光を反射しており，オレンジから赤（0.6～0.7

0:40．50.60．70.80.91.0
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図－3地表反射波特性と各記録法のバン
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ミクロン）の反射瞳が少ないことで

ある。そこでバンド別記録からは緑

色光と近赤外の2バンドで賎も強い

光がとらえられているものをぬき出

せばそれは生きた植物であって，緑

のペンキ塗りの屋根などには，それ

幟どの赤外線の強さがないのでﾘlら

かに区別される。

また図－3のような例では，赤バ

ンドを除いては他のどのバンドでも

通低の反射を示すものは水面で，そ

れらの両者を除いた残りは裸出表土

となる。

これが波長別記録からの地物判定

の原理で，各バンドごとにピデオテ

レビのような方式で直接電磁テープ

に記録されている探査機のものだ

と，それは直接コンピュータに入れ

て演算され，結果がプリンI､アウト

され，またはカラーコンピュータで

ー

寺

資源衛星データによる東京都の市街地内高層建築群地帯抽出像て演算され，藷呆かブリントアワI、図－4資澗

され，またはカラーコンピュータで

地物が区分された像が作られる。

図－4は演源衛星データから東京都内の市街地内の，

とくにコンクリート，アメブァルトで密に被覆された高

層建築群地帯を判別した画像例で，同時に面積率の計測

もされる。

マルチ・カメラのバンド別像からは，それぞれを淡度

測定装侭によって電磁記録に代えるとこれと同様の機械

処理ができる。図－5は図－2の東京都下高尾山の森林

について寺島光一郎（林野庁計画課）がマルチ・カメラ

写真から機械判別した林型区分例である。（森林航測102

号参照)。
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5．マルチ・カラービュア

マルチ・カメラ写真は像の数値的な測定や機械判別の

道を開いたが，何を判別するかについてはそれぞれの物

が互いに相異なる反射特性をどこに持っているかを知ら

ねばならない。

マルチ・バンドの記録から物の機械判定が可能である

にしても実際問題として，波長別，光量別に無限に近い

組合せのある反射波椛成を解いて特定のものを確実に引

き出す作業をすべてコンピュータ等で行なうことはきわ

めて非能率的であり非経済的である。それは判定基準が

与えられたときの作業能率の面で大いに効果はあるだろ

うが，現実には人間の肉眼と郵箇ははるかにすぐれた判

別機構なのであって，きわめて豊富な経験と熟練による

図－5．マルチ・カメラ写真による林型区分例

（東京都下高尾山）

メモリーを持っているものである。それは色彩感や濃淡

差の臆かに形や位置や広がりなどを用いてたちまち物を

判別する。

すなわち現段階で物の判別を最も効率よく行なう方法

は，人間のもつ精度高い判断力をそれに参加させること

である。

マルチ・カラービュアは，各バンド別の白黒像をセツ

l､し，それぞれに選択しうる各種の色フィルターと光量

調節の操作を加えて被写体の波長構成の差を色彩像とし

－15－
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準の鍵を与えてくれる。そして最終的にどのような像を

作れば判別韮準を最も理解しやすいかの検討を可能とす

る。

6．マルチ・写真の活用法

マルチ・カメラが実用化されはじめてまだ2～3年し

かたっていない。その間すでに環境澗恋や緑化洲査等に

効果を上げており，その一つの例に昭和47年度から行な

われた「首都50粁閏緑地保全整鮒計画調査」（経済企画

庁）がある。これは建設省，国土地理院が主体となり幾

林，通産等の各省が参加して首都50粁圏内の土地利川，

緑地の現況をマルチ・カメラを用いて把握したもので土

地利川区分，緑地分布図等が作成された。

しかし今までのマルチ・カメラの利川は主として天然

色像や，赤外カラー像の作成と緑地，市街地等の抽出に

ﾊjいられてきたものが多く，本質的に波長別探査の効果

を活朋し，従来の空中写真ではできなかった現象の分析

や抽出を行なった例はほとんどない。
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図－7マルチ・カメラ写真利川技術開発試験システム図

て合成し投影面に映し出し，その判別を肉眼に行なわせ今

るものである（図-6)｡h"

最も肉眼観察で経験の豊富な天然色像や赤外カラー像連I4

は，先の1,2,3の各バンドにそれぞれ青,緑,赤の順のはIII

色をフィルターで与えるか2，3，4に同様に与えることラα

で直ちに出現する。淵

さらにそれはフィルターと光量の選択によって，最も場を

よく目的の区分ができるような色と濃淡の組合せ像を作る《

ることができる。して

肉眼感の再現を目的とした天然色から出発したカラー

写真は，赤外カラー写真で近赤外光を加えた物の判別を

われわれにもたらした。カラーピニアとマルチ・カメラ

はさらに色の世界を目的によって自在に操る作業を可能

にするようになった。

このような色彩画像は，まず何が記録されているかを

判別させ，次に今まで気づかなかった差の発見を見つ

け，検討の問題点を提供する。また機械判定への判別遮

一16－

今後森林の分野でも森林内容のより精密な判別と常時

梢報整備のための資料収集に，また森林機能の分析と関

連性の解明の道具としての開発が必要であろう。図－7

は昭和49年度に林野庁において実施予定のマルチ・カメ

ラの技術開発試験予定の一例である。

新しい技術は，従来からの技術とけっして競合する立

場をとるものではない。互いに相助けて進歩が期待され

るものであることを明記して，その取入れにちゅうちょ

してはならない。
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山・川・草・木 ヲ抜クコト約百九十米而シテ余等ノ登ルベキ高サハ約

九十米二過ギズ桑畑ノ間二通ズル作場道ヲ辿りあかま

つ茂ル丘ヲ目指シテ爪先上り二進ム道ハ狭シ参集ノ会

員五十五名一列縦隊ヲブーシテ蜘艇数十間二連ナル参会

者芳名ハ次ノ如シー

とある中に臆，友岡浩，内藤進，猪熊泰三など，林学

関係者の名も見える。

－丘麓ノ雑木林二入リテ縦隊ハ乱し右二左二散リテ

自由採集ヲ行うつりばな，がまずみ花咲ケル下二寺崎

君ハ初学採集家ノ為ニトテ狸リニ珍奇ナル植物ヲノミ

探サズ普通ノモノヲ能ク観察シナガラ胴乱二納ムル様

二心ガケヨト叫バレヌ，余ハ採集会ノ時或会員ハ知識

慾ニカラレテカ手当り次第二木ノ枝ヲ折り草ノ葉ヲ篭

リ其名ヲ先生二諮ネテ償キナガラ其場二夫ヲ無益二捨

ツル率アルヲ見又性を足ノ先キニテ地而ノ草ヲ指シ之

レヲ先生二聴キ届ルコ1,アル不謹恢無礼ナ態度ヲ見テ

衷心悲ミ居ル者ナリー

まこと，昔も今も変わらず，困ったことである。かく

いう私もこの記事の後の方に，牧野先生が「是ハ中井博

士ノ云うはんのうつつじデアル」と教えられたとあるの

に心を引かれ，ヤマツツジと-リーツキとの雑種と考えられ

ている珍品ハンノウツツジを,我が手にせんものと考え，

寺崎留吉氏のご注意もなんのその’この桃子の丘陵に何

回か足を運んだ。

どうもハンノウツツジの自生はわからずじまいだっ

たが，丘陵を西へ向かい，阿須バケの辺りを入間川の川

原を目指して下りてくると，農家をすっぽり包むように

孟宗竹林が茂り，その中に黄色い花がいっぱい咲いてい

た。ヤマブキソウの大群落なのである。4月20日ごろだ

ったのだろう，この目覚めるばかりのヤマプキソウの満

開に混じって，ウラシマソウが釣糸を垂れ，イチリンソ

ウ・ユリワサピ・マルバコンロンソウなどもあって，ま

さに野草の楽園であった。

その時持ち帰ったヤマブキソウが今では庭中にふえ，

4月中・下旬の花時は壮観である。毎年，ヤマプキソウ

の花を楽しみにしていた母だったが，昨春の花を見収め

として間もなく逝ってしまった。母の思い出とともに，

これからも毎春ヤマプキソウは咲き続けてくれることだ

ろう。それにしても，あの阿須パケの自生地はどうなっ

ているだろうか。

阿須パケという奇妙な地名については，当時早速，柳

田国男先生の胸@名の研究』（昭和11年）に八景坂の記

事を見いだした｡すなわち,「大森停車場の上の八景坂は

どう考へて見ても八景一覧の地とは思はれぬ。．…自分

の見る所では,八景坂の八景は単に上品な当字であって，

一

’1

|穂臓Iと」剣学の胸’ I
一

『武蔵野夫人』その4

－

T~1屯

一
一

くらたさとる

倉田幡

(東京大学農学部教授）
L_｢T

~毛

大東亜戦争末期から終戦後のしばらくは，遠出はでき

にくい交通郡悩だったから，もっぱら武蔵野およびその

周辺地域の植物を求めて，歩き回る私だった。券はとく

に，セリやヨメナ・ノビルなどの食用野草を摘みに，母

や弟らと一緒に，東上沿線の志木方面にしばしば出かけ

た。

農家をとりまくケヤキやシラカシの防風林の下には，

ニリンソウの大群落が清楚な花溌を春の陽に白く浮き立

たせていたし，また，あちこちの土手や林縁にはそよ風

の中に，イカリソウが特異な葉叢と花序を震わせてい

た。ぱったりカタクリ・ヒロハノアマブー・イチリンソウ

など，あの辺りには少なくなった植物の花に行き遇った

時は，胸のときめきを覚えたものだ。

これら，ソPモンの栄華をも凌ぐ野の草の美しさを我

が庭に移さんものと，根から掘り採って豊島の家に植え

こんだ。その多くは2，3年で消え失せたが，ニリンソ

ウだけは毎春3月はじめになると，可愛らしい手の平の

ような赤紫色の菜が土を拾げて現われてくる。3月の東

京は雪の積もることが珍しくないのだが，5月には早く

も地上部分がすっかり粘れてしまうニリンソウなのだか

ら，のんびりはしておれないのである。しかし，根茎が

混致すぎたたぬか，花はわずかしか咲かなくなってしま

った。

当時，植物分類学の知識吸収のため私が貧り読んだ

『植物研究雑誌』。とくに牧野笛太郎先生が主筆であった

ころの旧号には，東京植物同好会の月例採集会の記事が

篠崎信四郎氏の筆で書かれており，東上沿線もそれを見

て行ったのだと思うが，武蔵野線（現西武池袋線）沿
ぶし

いでは飯能の手前の佛子における採集会の記事（6巻10

号，昭和4年）が目についた。

－伽子駅ノ南方二起伏セル丘陵アリ丘陵ノ最高へ海

ｰ

世
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ら，何処までも斜面に随いて行く運動には何かなまめ

かしい優美さがあった。

出征する前「はけ」を訪れて歩いた時，この辺は一

帯の雑木林で楢やヌルデが美しく紅葉してゐた。その

’似へ何処までも入って行くと，舟で涯しない沖へ出る

やうな感覚を味はったのを勉は憶えてゐる。－

戦争II'にお鈴かた伐り払われ，今やわずかしか残って

いないその雑木林へ勉は踏み込んだ。

－林11ｺは冷たく，下草の間に白や黄の闘科の花が咲

いてゐた。林は撤外に深くあるかなきかの細径が，斑

に鵬の落ちた単の|間lを交錯し，去年の落葉をためてゐ

た。ビルマ山'l卿の記憶が甦った°熱帯の樹は四季の別

なく落葉し，林II』の道は細かった。そこで勉は武蔵野

の林を恩ひ出し，今，六月の武蔵野の林ではビルマの

護林を思った。－

6月上旬の武蔽野ならば，ササバギンラン・キンラン

の花のほとんど終わるころである。

＊＊＊＊

過日，東旗教育大学の学生諸潜とともに奥多摩へ行っ

ての帰り，電車の車蝋が「次は武蔵小金井」とアナウン

スしているのを聞き，窓外に目をやると，もうかなり住

宅が建て込んできている。これでは野川の自然はどうな

っているだろうかと，隣に腰掛けた育林学教室のN君に

話しかけた。練馬に育ったという植物好きの彼は，小金

井から武蔵野を通って一続きであぉ西武沿線の東久留米

付近の雑木林に，キンランやギンラソを探して歩いた中

学生のころを懐しんでいた。

－水の源を訪ねて神社の奥まで進んだ。流れは崖に

馬蹄形に囲まれた拝殿の裏まで辿れた。そこは「は

け」の湧泉と同じく，草の生えた崖の黒土が敷地の平

面と交るところから，一面に水が這ひ出るやうに湧い

て,拝殿の縁の下まで拡がり，両側の低い崖に沿って，

自然に溝を作って流れ落ちてゐた。－

『武蔵野夫人』の主人公二人が，野川の水源探索にや

ってきたこの場面では，し､つも私は昭和30年に訪れた群

馬県前橘市の北に隣接する北橘村の木曽神社を瞼に描

く。赤城山施の盤かな湧水が境内を流れ，水中の岩上に

がっしり根を張ったワカナシダの群れに目を見張った。

その前年にこれを発見された若名東一氏の案内だった。

ワカナシダは今でも産地の少ない珍種であるが，昭和34

年には大場秀章君が深大寺でその自生を見いだしてい

る。深大寺とは同じ野川流域各地の「はけ」に，あるい

はさらにワカナシダが潜んでいるのかもしれない。

ハッケ又はハケは東国一般に岡の端の部分を表示する普

通名詞である。武蔵には殊に此から出た地名が多い。・・

・･多くは古くから峡の字が川ゐてある｡」とある。

大岡昇平氏の『武蔵野夫人』（昭和25年）は，まさに

武蔵野の｢はけ」を舞台として展開していく小説である．

＊＊＊＊

－土地の人は何故そこが「はけ」と呼ばれるかを知

らたい。「はけ」の荻野長作といへぱ，この辺の鍵家

に多い荻野姓の中でも，一段と古い家柄とされてゐる

が，人盈は単にその長作の家のある高みが「はけ」な

のだと思ってゐる。中央線国分寺駅と小金井駅の『|」

間，線路から平坦な畠中の道を二丁南へ行くと，道は

突然下りとなる。「野川」と呼ばれる一つの小川の流

域がそこに開けてゐるが，流れの細い割に斜面の高い

のは，…･古代多摩川が…．作った最も古い段丘の一

つだからである。

樹の多いこの斜面でも一際高く舞える樺や樫の大

木は古代武威原生林の名残りであるが，「はけ」の長

作の家もさういふ樫の一本を持ってゐて，遠くからで

もすぐわかる。斜面の裾を縫ふ道からその樫の横を石

段で上る小さな簡承が，一帯より少し出張ってゐると
碓な

ころから,｢はけ｣とは｢鼻｣の訓だとか,蝋｣の意
味だとかいふ人もあるが，どうやら「はけ」は即ち
’＆け

「狭」にほかならず，長作の家よりは，むしろその西

北から通に流れ出る水を測って斜面深く喰ひ込んだ，

一つの窪地を指すものらしい。－

すなわち柳田先生の記す「はけ」の解釈とは微妙な差

違のある見解を，大I剛氏は述べているわけだが，そのよ

うな論議に今深入りするつもりはない。また私には苦手

の恋愛心理分析，ラヂケの『ドルジェル伯爵の舞踏会』

をお手本として，象椣の駒のように明蜥に動く男女の心

理を克明に分析しつつ，大岡氏が苦心の筆を進めている

『武蔵野夫人』の歩みをたどるつもりもない。護はただ，

大岡氏がこの小説の随所にちりばめた武蔵野の自然の美

しさを，さらに追って承ようとするだけである。

－斜面の裾を紙ふ道は少年の勉の愛してゐたもので

あったが，その美観に対しても彼の感じ方は違ってゐ

た。かつて斜面を飾る栗林や雑木林の光と陰との対照

で感じてゐた美よりも，道が歩く人の努力の節約の跡

を示して，斜面の裾の自然の形をなぞってゐるのが，

美しく恩はれた。道は「はけ」の長作の家の前で少し

高まり，大野の家の地蝋の石垣の下まで，直線でゆる

やかにさがって行くが，そこから斜面を蔽ふ雑木林に

沿って腕り始める。…･道がそれら斜面の変化に準じ

て，或ひは広く，或ひは細く，ゆるやかに上下しなが

I

《
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山地災害概史(Mはマグニチュード）
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場所MI弾月/日
遠江6．417932/8

幾内6．7182310〃3

八代･天草6．418335/27

関東諸国6．718533/11

出羽7．018584/9

越中･越後7．018723/14

信濃7‘418742/28

鎌倉6，4189110/28

鎌倉6．418948/4

関東南部7．018989/l

豊後6．418993/7

若松6.919038/10

日向･大隅7．619143/15

日光6．819239/l

羽後･津軽6．919241/25

伯耆大山6．619273/27

信濃大町6．4193011/26

相模武蔵7．319745/9

林業家のための地質･地形 月/日
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〔地震災害〕

きだちまきし

木立正胴

(林試・土じ.kう部）
（

山地防災のうち地震による山地の被害についてはあま

り重視されずに今日に至っているのが現状であろう。し

かし近年と象に多くなってきている山地の自然美，餓観

に求める都市の人狗の要望はますます増大する傾向にあ

り，観光|附発路線および森林の奥地開発林道開設そのほ

か町林地城の併合拡大に伴う部落間連結路線の盤術など

が進むにつれて，これら路線および山地斜面の保全に

は，地溌という強大なエネルギーによる破壊の問題に対

して，十分考噸しなければならない点が多くなっている

ものと思われる。

昭和49年5月9日午前8時33分ごろ，静岡県り唖半島

の南端部で,マグニチュード6.9の地震が発生した(1974

年伊豆半島沖地鰹と呼称)｡震央は石廊崎の西南西5km,

海底下10kmである。この地震によって下田町，敷根，

上大沢，加増野，田牛，下田，多な戸および南伊豆町，

下賀茂,加納,仲木,石廊崎,子浦,落居,伊浜，弓ケ浜，

下小野,妻良，子浦，一色，立岩,入間と松崎町,道部の

地区において，家屋破壊や人命を失う大きな彼書があっ

た。またこれらの地区を結ぶ道路の路肩・路面の滑落．

地割れ,I｣I地部斜而および急斜地・崖の崩落．地すべり

的崩壊は約70箇所におよぶことが新聞で報ぜられた。

5月16日林野庁の要請により，地震災害の二次災害応

急対策に関する調査のため現地を拳ることができた。地

震災害は地形・地質とのかかわりが大きい。筆者は強く

感じたいくつかの事項と地震災害を少なくするため，あ

らかじめの配慮が必要であることの重要性を述べてみた

い。この調査は山くずれ・崖くずれの治山主体の緊急復

旧工事の指針を出すためのもので5月18日までの短期間

であった。これに引続き林業土木コンサルタンツが現地

精査と復旧工事についての具体的報告がなされていあ。

いま山地災害で山くずれ・崖くずれの記録があった地

腱災害の地区名と地震の大きさをあげると上表のとおり

である。これは地震の大きさがどの程度以上であれば"，

山地の崩壊および崖くずれが記録されているかを示すた

めのものでああ。

上表以外でも地震断層とか地割れおよび活断層を生じ

た地震があるものと思われるが，山くずれ，崖くずれ，

陥没による池湖の生成(西津軽十二湖),地すべり的崩壊

はマグニチニード5．6以上において，はっきり認められ

るものと解釈される。山地防災の面からもこの点を十分

考慰す為必要があろう。

今回の地震の震央が比較的浅くかつ陸地に近かったた

めに海岸沿いの住家や路線に大きな被害があった。この

地震におけるおもな被災地の地質・地形的観点からの災

害原因の調査結果を述べるとつぎのとおりである。

（,）仲木地区：この地区の被害の主たるものは27人の

かたの尊い命を失ったことである。リアス式海岸入江に

ある仲木部落の東に面した山腹斜而が地すべり的崩壊を

起こしたため大きな災害となったものである。崩壊斜面

の地質は下部に凝灰質砂岩があり，その上に凝灰岩と凝

灰質集塊岩が重なっている。地震によりこの集塊岩には

多くの地割れが生じ，支持力を失った集塊岩の岩塊が滑

落して，山腹斜面の表層を一緒に伴って地すべり的崩壊

を起こしたものと推定される。つまり地質的には集塊岩

が順岩(caprock)となっていて，急斜而の安定を保っ

ていたのであるが，それに多く割れが生じたために大き

，崎

？
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な災害が発生する誘因となったものと思われ

る。帽岩である集塊岩には断層があって2)，地

震によるゆさぶりも大きかったことも考えられ

る。滑落しなかった集塊岩にも割れが入ってい

て，今後滑落の危険性が大きい。また路肩・路

面の地割れも多かった。

（2）入間地区：この地区は三つの断層によっ

て囲まれていて2)，地質樵造的には地震に弱い

地質であると思われる。住家は沖職層の上にさ

らに石垣と人工堆砂で磯土した宅地上にあって，

軟弱地盤と類似している。ほとんどの家は壊滅

的被害を受けている。しかし断層線の外側の山

地部では崩壊が少なかった。

（3）下賀茂：国道136号線がカーブした箇所

で，山脚部を切り取った山腹法面と接近して住

家がある。この箇所は既設の山腹工があって，

Z

《
。

落居の地震災害。海崖の滑落，斜面上部の崩壊と
地劉れが著しい

型斜面に落差約10m,幅約100mにおよぶ陥落地すべり

崩壊があった。これは直接人家に影響はない場所である

が崩壊土石の二次的流出が考えられる。

今回の調査から，つぎの事項をあげて今後の参考とし

たい。(1)断層線上およびその付近の家屋の被害が大き

い。また断層線を沖積層が被覆している場合でも同じで

ある。(2)断層線で囲まれた地域は地質的に軟弱地溌と

同類とふられる。(3)山地斜面の滑落，崩壊は地質機造

によって相異がある。特に斜面上部に硬岩または雛透水

性の岩層があって，下部に軟岩または透水性良好の岩層

があるとき，上部層は帽岩であって，帽岩が地震破壊に

よって崩落し，それと一縮に斜面上の崩積土および雌錐

堆職物が地すべり的崩壊を起こし，家屋破壊および人命

を失うという邸実を認めた。帽岩の存在は集中豪雨災害

のときも問題になるので,帽岩をもつ地質柵造は,地質図

であらかじめ知ることができる。これを精査することに

よって，帽岩をもつ斜面の治山を積極的に行ない，また

人家の安全と路線の保全には十分な配噸が必要であるこ

とを強調したい。(4)地震による斜面の滑落・崩壊は地

形的には凸型斜面にも発生し，また急斜而や鑓の表層滑

落が特徴的である。それに地表傾斜が緩斜から急斜に変

わる箇所には地割れが多発しそれが二次崩壊の危険性が

大きい。したがって路線設定および人家の建築には十分

配慮することが大切である。

参考文献

1）理科年表東京天文台編纂昭和48年版丸善

2）神子元島地質図(5万分の1)地質調査所昭和33年

3）下H1地質図（〃）〃昭和:45年

それに接続する急斜面（古い石切場跡）の崩壊である。

地質は第三系砂岩層であって，その中にレンズ状の熔岩

（凝灰質集塊岩様）がある。これも帽岩となっていて，

熔岩の上にはさらに3～5xnの厚さの砂岩層がある。既

設の山腹工と崩壊斜面には横断する地割れ（小規模の地

震断層）が生じていてきわめて危険であるため最上部の

砂岩層を除去する必要があると思われる。
めら

Q)妻良・子浦地区：妻良の基盤は第三系砂岩を主と

しているが，住家地区は沖積層である。また妻良の中央

部には断層線8>が入っている（第三系中)｡断層線上およ

びこれを含む幅20～40mの沖積層上の住家の被害が著

しい。また第三系中にはレンズ状に熔岩（集塊岩）を挟

有していて，これに割れが生じて岩塊が滑落したことに

よる住家の被害があった。しかし山くずれは数箇所であ

る。

子油は角礫質凝灰岩の塵の崩壊と安山岩熔岩上に開段

されたマーガレットラインとよばれる路線の路肩崩壊で

ある。

（5）落居・伊浜地区：両地区の地質は下部に第三系砂

岩・シルト岩層，上部はこれを被覆して火山角礫岩と蛇

石熔岩流である。蛇石熔岩とその岩津のところは急斜面

をもつ谷斜面と海崖である。地震によって海崖上部，凹

型地形上部の地割れと山腹急斜面の表層滑落が発生し

た。落居・伊浜の住家地区の地質は崖錐堆積層のところ

が多く，石蔵の半崩壊，家屋の壁割れなど被害が多かっ

た。またマーガレットライン路肩の崩壊も数個所みられ

た。いずれも今後の降雨が二次崩壊を起こす危険がきわ

めて間いので，降雨鐙および地割れ部分の動きによっ

て，迅速な避雌を行なう必要があろう。伊浜地区では凸

ー
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②刺激性のある，辛い，強烈な（色彩など）

③熱烈な，激しい，怒った，熱心な，熱狂的な，議

論好きな，不愉快な

④できたての,ほやほやの(糸鯉など)，まだ新しい，

最近の醗道など）

⑤好色の，情欲にもえた

⑥（米俗）（ジャズなど即興的に演奏して）熱狂

的な

⑦（俗）禁制の，お尋ね者の

⑧（高圧）電気の流れている，放射能を有する

以上である。

第五の好色の,情欲にもえた,の文字を見て，斎藤博士

の言葉が嘘でなかったことに自信を持って，自分独りで

堀田流のHotDogの語源を確信をもって啓蒙していた。

つい最近，大塚滋著の「たべもの文明考」をよんでい

たら207ページに次の文が目について，堀田流のHot

Dogの語源がコッパミジンに打ち砕かれてしまった。

専門家の意見はこうである。参考までに引用させても

らうと，

－アメリカのどこかの町に，フランクフルト・ソー

セージをいためて，長いバンにはさむことを思いついた

男がいて，それを新機軸として売り出したら，なかなか

繁臘した。一人の口の悪い男が食べて象て「なんだ，ま

るで犬の肉を熱くしただけじゃないか」といった。

しかしサンドイッチ屋はおこらないで，かえってこの

聡声をありがたく頂蚊して「熱い犬肉」(HotDog)と

大盤して看板に出した。

店はますます繁盛し,HotDogは有名になり，アメ

リカII節にまねをするものが現れた－

また，この本はHotDogのことを，

－まるで犬の肉だという悪口ば，いまの日本人にはピ

ンと来ない。しかし，アメリカインデアンは犬の肉を食

べていたことが知られている。だから初期のアメリカ移

民の中には，たべものがなくて，犬の肉に手を出したも

のがあったらしいことを思いあわせると，犬の肉と言う

ものは，アメリカ人にとって，建国の歴史につながる現

実感があるのかも知れない。HotDogはお客の好朶で
きざ

酢ガラシをぬりつけ，刻んだタマネギやピクルスをのせ

てかぶりつく。（中断)HotDogほ乞食がよく似合うい

つも動き出せる，と言うより仕事をしながらでも食べら

れるような簡易さがHotDogの身上だろう。－

私はHotDogはあまり好きではない。野球場に行っ

た時以外はあまり口にしないし，私だけではなく日本人

は概してアメリカ人ほど好きではないのではないだろう

か。HotDogよりも，ラーメン類，ソバ類の方が好き

OL｡F…STER
☆

街を行く

ほったし主うじ

堀田正次

(蕊*鑿騒雲星簾）
『
￥

HotDog

2～3年前の夏の候であったと思うが，日|曜日の朝の

テレビの時事放談の時間に細川隆元氏の相手をしていた

斎藤栄三郎氏が，「ホットパソツのホッ1,の意味は『発

情した』とか『さかりのついた』という意味に解釈した

らよろしいと思う」という発言を聞いた私は「な為ほど

うまいことをいうものだ」と感心したことがあった。

それというのは，私朧野球を見物に行った時に球場で

立売販売をしているHotDogなる食べものをよく側っ

て食べたものであるが，あの食べものが，どういうわけ

でHotDogなる名前がついたのか疑問に思って頭の片

偶にくすぶっていたのだが，この発言で永年の頭のしこ

りが氷解したと思った。

私流に解釈すると,HotDogなるあの食べものは「さ

かりのついた犬」を表象したものであ為とすれば，満点

の表現であると，自分一人で自己満足していた。

堅い話の嫌いな友人に「HotDogという食べものが

どうしてHotDogと名付けられたか知っていあか」と

質問したが，合総点のつけられそうな話は出なかった。

そこで,HotDogのHotには「さかりのついた」と

いう意味があるとヒントを与えると，おわかりのことと

思うがというと，英和辞典の中にそんな文句があるの

か，字引きを引いて確かめたことがあるのかと反問して

くる。

齋藤博士の言い分だから間違いはないと確信している
か

というと，「お前は斎藤博士の名を籍りて俺たちをたぶ

らかすつもりか」と私の言い分を信用してくれない。

残念なので，帰宅後，子供の机の上にあった三省堂の

ニューコンサイス英和辞典のHotの所を引いて承ると，

次のように書いてあった。

①熱い，暑い

一
■

､
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なようである。

斎藤博士のHotの意味をHotDogのHotに適用

して，変なことを想像し，それをHotDogの語源と誤

信していた私の心の中に何かさもしい気持が長い間根を

張っていたのであるが，7月の暑い時にHotの意味を

知っただけでも，読書の収穫といってよかろう。

HotDogの味も7月の暑い時に食べるのがいちばん

おいしいのではないだろうか。

野球の応援

今から20年ほど前，湛が高知営林局の作業課長として

在勤中は，野球部長をしていた。

当時毎年1回7月に局署野球大会が高知市で開かれて

いた。

全部で8チームが出場していたが，8チームは営林局

の事業部，経営部，総務部の三つのチームと，営林署か

ら五つのチームが出場していた。

営林署の5チームは，確か，次のように区分されてい

たと思う。

東部チーム（野根，魚梁瀬，奈半利，馬路，安芸）
こがわ

中部〃（大栃，本山，小川）

西部〃（須崎，大正,zjil)

南部〃（宿毛，清水，中村，川崎）

北部〃（宇和島，松山，西条，高松，徳島）

さて大会当日，野球部長である以上，球場に姿を見せ

ないわけにはいかなかった。

とくに私は事業部チームの選手をしていたので，出場

する日は作業課長の仕事を放棄していた･

私が野球部長として最初の年の大会のことである。

中部チームと南部チームが試合をしていたのを見てい

たが，中部チームのユニホームは真白で，胸に一つの文

字もつけていない。

私は傍にいた局の人に「どうしてノーマークのユニホ

ームを着ているの」と尋ねると，彼はニヤニヤ笑いなが

ら，次のような説明をしてくれた。

「何年か前の大会のこと。大栃，本山，小川の混成チ
こ誠わ

－ムなので，大栃のDと本山のMと小川のKの三署の頭

文字もとって，胸に0MKとつけて出場したのです。

中部チームは，他のチームが太刀打できないほど強か

ったのです。

中部チームと試合をしているチームを応援していたあ

る口の悪い男が，全観衆に聞こえるほどの大声を張り上

げて､'こら,0MKとはいったい何だい･オメコの略語

ではないのかい〃と，わめいたので，左右両翼のメタソ

ドの全観衆から，一斉に爆笑の渦が湧いてきた。

これに力を得た敵の応援団から「フレフレ,0MK.ﾉ」

とわめき統けたので,中部チームの全選手が浮足立って，

ミスの連続で，逆に勝っている試合を落としてしまった

という。それ以来，中部チームは，ノーマークのユニホ

ームをつけてくるようになった」という話。

野球の試合には，実力以外にちょっとした応援が試合

を大きく左右す為ことがあり得ることは珍しくないので

ある。

ある老婆

昨年の7月のある日のこと，出張先から午前十時ごろ

東北本線で上野駅に安着した。

山手線に乗り替えて池袋駅まで行く車中でのこと。

老婆の隣に空席があったので，私は腰かけた。

老婆の年格好はどう見ても70歳は越えていると見た。

白髪で頭をおおい，全面これシワの顔形で，老眼鏡を

かけて一心に新聞を読んでいる。

どんな新聞を読んでいるのかとのぞいて承ると「日刊

スポーツ」であるのにまず一驚。

さて日刊スポーツのどの紙面を読んでいるのかとまた

のぞいて承ると，セ・リーグの打撃三卜朧の所を丹念に

見ている。

時あたかも巨人一阪神戦が優勝をかける血承どろの戦

をしている天王山のころである。

電車が駒込駅を過ぎてもベスト三十雌の欄から目を離

さない。このころ私は隣の老婆がタダモノではないこと

に気がついた。

彼女の近親者に確かにプロ野球の関係者がいるのでは

なかろうかとか’ひょっとすれば川上騰督の奥様のお母

さんではないだろうかとか’小西得郎の姉さんではとつ

まらぬ想像をたくましくしてもう一度老婆の顔を見た。

なかなかどうして,人'鼎I骨格卑しからず,若いころは，
ひな

鄙にはまれなる美人の形跡があちこちに残されている。

彼女の若かりしころ－今を去る50年前一からベー

スボールに傭熱を燃やしていたとすれば，彼女はハイカ

ラ娘であったに速いない。

巣鵬駅に電車が到着するころ，彼女の目ば打撃三-'一傑

の棚から離れて，前夜の巨人一阪神戦の戦評記1『を目を

｣Ⅲにして銃んでおり，池袋駅で下車するまで脇見もせず

に，一心不乱に読象ふけっている。

私は池袋で下車して以来，彼女の婆は見ていない。

今もって彼女の正体を知る曲もないが，東京という‘怪

物都市に住む怪物的人物であるに違いない。

爾来一年，私はII寺を「あの老婆はどんな経歴の人なの

か」と想像をたくましくふけることがあり，一庇会って

話してみたいと思う気持を起こさせる不思議な人だと思

っている。

①

万

《
、

一
君
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■地域林業の育成策を考える

－その10－

－瀬戸内地域マツ林の

取扱いをめく、って－

やまはたL,ちぜん

山畑一善
(愛媛大学農学部教授）

K君への手紙

親愛なるK君その後も元気にご活躍のことと存じま

す。貴君も大学を出てやがて10年そろそろH県の林

業改良指導員としてベテランの域に達する年代になり

ましたね。勉強を怠らずますます頑張って下さい。

さて本日は少し長い手紙を書いて染たいと思いま

す。と申しますのは瀬戸内地域のマツ林の取扱いにつ

いて僕が日ごろ考えていることの一端を述べて現地

でいろいろ苦労しておられる貴君への参考に供するとと

もに私見に対する貴君の意見をもお伺いしたいと考え

たからです。

まず最初に瀬戸内地域という場合の地理的な範囲

をﾘ1らかにしておく必要があります。どの範囲を瀬戸内

とするかについてばいろんな見方・考え方があると思

いますがこの手紙では岡山・広島・山口・愛媛およ

び香川の5県を意味することにしましょう。むろんこ

の5県の範囲でも「瀬戸内」に入れるのは適当でない

ような奥地山間部その他の地区がありますが必要な

溌料を集めたり整理したりする上での便宜上から一応

5県の行政区域全体をひっくるめて「瀬戸内」と規定し

ておく次第です。

瀬戸内といえば一般に雨が大変少なく温暖な気候

で花崗岩が広く分布している地域というのが常識で

あることば先刻ご承知のとおりですね。そういう地滞

でのマツ林の取扱いをめぐっていく．つかの問題点を考

えて承たいわけです。

ところでその前にこの地域での森林および林業の特

徴と申しますか性格と申しますか予備知識として少し

雷いておきましょう。

僕が10年ほど前に調べたところを要約しますとおよ

そ次のようにいえると思います。

（1）林野率・森林率が比較的高いにもかかわらず人

工林率は低く天然生マツ林が広く分布する。

（2）蓄積でば針葉樹の比率がきわめて高いがその

60％以上を占めるものはマツ林である。

（3）林地の生産力は一般に低位である。

（4）地域の自然環境に対応して保安林が重要な位置

を占める。とくに水源かんよう林・土砂流出防備

林・魚つき林・風致林の面積比率が商い。魚つき林

と風致林は全国平均比率のほぼ2倍にも達する。

（5）林野所有について承ると国有林が少なく私有林

が非常に多い。しかも私有林は農業従属的小規模

山林所有と規定することができる。

（6）特殊林産物ではなんといってもわが国総生産の

50%前後を占めるマツタケが注目される。

（7）民有林の林道密度（自励車道）は内地平均の水

準に満たない。

以上の諸点は現在もそう大きく変わっていないの

ではないか。とすれば昭和41年8月当時僕が指摘し

た問題点')は依然として残されていると見てよいであ

ろう。

生産力の低いマツ林を主体とする腱業従属的小規模

山林所有が圧倒的である瀬戸内地域に林業らしい林

業が成立し得たであろうか。僕は単なる「森林所有」

はあっても「林業経営」の名に値するものは存在しなか

ったと考えるのだがどうであろうか。単なる「森林

所有」から「森林経営」へさらに「森林経営」から

「林業経営」へという方向が韮本的な地域的課題で

あろうと考えています。むろんそういう方向へ進むこ

とができるのかどうか自然的ならびに社会経済的諸条

件があるのかどうかその辺のところはさらに調査研

究が必要だろうと思います。

ところでマツ林の取扱いをめぐる問題ですがなかな

かその範囲が広くてここにすべてを網繩することは

到底できそうもありません。そこで思いつくままに

現時点におけるいくつかの問題をとりあげて難たい。

.1.マツ林の作業法について

さきほど瀬戸内のマツ林は放置されているだけで

経営されてはいないという趣旨のことを述べました。

K燕ここに「作業法」というからにはマツ林を積極

的に経営し木材その他の林産物を採取するという経

済行為を前提とするものであることはいうまでもあり

ませんね。林木を収穫し更新し保育しまた収穫し・・・．
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という作業のサイクルを統一的に規制する方式これ

を作業法とよぶとするならばある広い地域で普遍的に

適用できるような作業法が存在する道理はない。つま

り瀬戸内のマツ林に対しては'､この作業法〃というよ

うに決めてかかることはできないという意味です。個

個の森林経営者がその対象とする森林について最適

と思う作業法を選択しなければならないわけですね。マ

ツ林の作業法についてもこんにちまで多くの提案や研

究がありますからその1Iｺから週ぶかあるいは独創的

な取扱い方を自ら工夫すべきでありましょう。ともあ

れこれまでに保残木作莱・皆伐作業・帯状皆伐作業

．｢|可林作梁・択伐作梁などの名においていろいろの提

案がなされていまﾂー 。九大の|:_上教授は2)r1個・四国・

九州のアカマツ林の林型ば典型的な｢'1林であると認

め上木アカマツも絆伐し下木の広葉樹も皆伐するとし、

う中林形作業法を体系づけておられます。上木で用材

を生産し下木で燃材を生産するというようないわ

ゆる幾民的林業の場合にあってはよい作業法と思いま

す。しかし瀬戸内で多く承られるマツタケ生産林のよ

うな場合には‐上木アカマツば皆伐または択伐とし下

木は択伐とするやり方がむしろ好ましいのではない

か。なおドイツ林学における中林作業は上木択伐

下木皆伐とするのが一般であることは君も計画の講義

で聴かれたことと思います（念のため)。また私は

条件によってばアカマツ林にもク戸マツ林にも埖木択

伐作業を適用し択伐林型を維持してゆけることを認

め瀬戸内の気候風土に照らしてマツ林に対する理想

的な作業法であろうと強調してきました。これも諸君が

よくご存知のことと思います。K君マツ林の所有者に

経営指導や技術指導を行なうことはなかなか大変だろ

うと思いますよ。もともと森林があっても林業のない

ところに君たちが林業改良指灘をやらされるのだから

(これ味まあ極論ですがネ)。とにかくK君前にも述

べたように森林所有から森林経営へそして林業経営

へという道を模索することが大切だと思いますよ。僕

ば．それこそが真の意味での枇造改善事業だと確信し

ています。なおマツ林の取扱い方については岡崎教

授の著書3)井上教授の耕瀞)四河|教授の文献5）ある

いは佐藤教授の「日本のマツ｣6）などがありますから

それらを参照してください。
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マツタケ生産量とkg当たり単価の推移
（蝋価は松山市場）

マツタケは今や貴重品も貴蕨品ビールの肴にすること

など絶えて久しくありませんヨ。ともあれ瀬戸内の

アカマツ林といえば‐マツタケを連想します。この手紙

ではなるべく図表を示したくないのですが次の図だ

けは掲げておきまし態う･

生産量に年により変動があるのは当然であるとして

も幾凶の差が著しいこと総じて年を追って減少傾向

が明らかなことそして当然のことながら価格が著し

く上昇傾向にあることなどが読み取れると思います。

試象に昭和30年の生産量を100とした指数を調べてみま

すと37年には3740年には3642年には実に5.444年

には1147年も11というようなひどい落込‘ZAとなって

います。

瀬戸内のアカマツ林所右艇家にとってマツタケによ

る現金収入は古くから重要な意味を持っていたわけで

すが近年におけるこのような傾向は腱家にとって

はその意味で打撃であろうしわれわれ消費巻にと･

ては日本独特の風味をかみしめることができないとい

う意味においてやはり打撃といえるのではないでし典

うか？むろん昭和30年代以降の高度経済成長体制下

にあっては農家の人びとは現金収入を他に依存するこ

とができマツタケなんぞはせいぜい自家用程度です

ませるのが実情かもしれませんが．･･･。しかし僕は

国民生活という立場からやはりマツタケの増産を心か
ら期待しています。

マツタケの減産についてはアカマツ林の過熟老齢

化あるいは逆に幼齢林の拡大あるいは夏期の雨量

へ
〉

f

2．マツタケの増産について

K君き承は全国有数のマツタケ生産県で指導員をし

ているから毎年多少なりともその風味に接してい

ることと存じます。しかし松山に住む僕らにとっては
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の多少などに原因があるといわれるが僕はアカマ

ツ林の施業に一つの重要な問題があるのではないかと

考えています。簸近京大の四手井教授了)は農家の飼

肥料源や燃料源としての落葉落枝の採取が減少しアカ

マツ林土壌が富栄菱化したことを原因として挙げてい

る。しかしそれだけでは年度による著しい豊凶の差

を説明するのには少し無理のように思う。ともあれ

いささか抽象的ではあるがアカマツ林の施業とくに

下木広葉樹の取扱いが問題であろう。繁茂しすぎてもい

かずかといって疎林にすぎてもいけないのである。

マツタケについては職種l'1りな集約施紫を前提とした

主産地形成が急務ではないかと思います。

3．マツ林の被害枯死について

K君瀬戸内マツ林の枯死といえばすぐ思い浮かべ

るのはいわゆるマツクイムシによる被害と工場排煙

による被害ですネ。マツクイムシによる枯死は実は

マツノマダラカミキリの媒介によるマツノザイセンチ

ュウの樹体内における異常繁殖に進づくという事実が

競近発見されたことは君も職業がら新聞雑誌などで

すでにご承知のことと思います。近年国有林をはじめ

民有林でも盛んに殺虫剤の空中散布が行なわれていま

す。だがマツの柿死は減るどころかむしろ増加しつ

つあるようです。たとえば源平合戦の古戦場屋島の

国有林では昭和47年には516ヘクタールに1ヘクタ

ール当たり約1,100リットル48年には同じく1,800リ

ットルの有機燐剤を散布したと聞いています8）。また

安芸の宮島でも空中散布がなされましたし近くは倉

敷市の近郊山林でもつい先日は奈良市周辺のアカマ

ツ林に空中散布が行なわれておりました。かぞえあげれ

ばきりがないほどですネ。先日も鳥取県で散布を計画

したところ地域住民が強く反対しているという新聞

記事を見ま｡したよ。聞くところによると国立公園管理

者はもとより般近ば国有林部内からも批判の声が出

ているそうです。

K君これらの現象を君はどう思いますか？僕には

多額の国家予算や地方予算を浪徴しているように思え

てならないのです。つまり薬剤散布だけではマツの枯

死を防ぎ得ないのではないか？むしろ大面積にわたる

空中散布ば‐マツノマダラカミキリを含むいわゆるマ

ツクイムシを退治するどころか他の有益な昆虫類ある

いば鳥類をも殺しているのは今や明らかな事実なんで

す。マツノマダラカミキリの天敵をも殺してしまって

アカマツ林の自然生態系を破壊しているとしかいいよ

うがありません。宮島での散布後の調査倉敷での散布

後の調査がこのことを実証しているように思います。

森林生態系を破壊することなく自然環境を撹乱するこ

となく病虫害を防除するためには古くからいわれて

いることですがやはり生態的防除が本筋ではないでし

ょうか。ひとくちでいえば天敵の利用です。僕はその

ほかにわれわれが基本的に考えておくべきこととして

「森林の構造」ないしは「林型」を挙げたいと思う。私

が見たところ同じマツ林でも異齢不斉林や広薬樹と

の混交林では全くといってよいくらいに被害がないよ

うです。

K君瀬純林や同齢一斉林が諸害に対して弱いとい

うことは林学の初歩的知識であったことを思い出し

て欲しいのであります。私は同|蹄一斉林を異|陥不斉林

に導くことjii純林を混交林に熱くことこれが最も璽

要であろうと考えます。もっともいうはやすく行なう

は難しといえばそれまでですがネ・・。したがって

点状または孔状にマツが頻死あるいは枯死の状態にあ

る時はこれをすみやかに除去し小鳥の餌木となるよ

うな広葉樹を植え込むべきだと思います。かなりの労

費を要するであろうが長い目でみて薬剤の空中散布

とどちらが損か得かK璃一つ絞利計算をやってみ

ませんか？これは興味ある研究テーマになりますヨ。

さてもう一つのマツの枯損現象。瀬戸内でも川之江・

伊予三島両方の周辺新居浜市の周辺水鳥コンビナー

ト周辺間南工業地帯周辺などに‐マツの衰弱・枯損の

現象が起こって問題になっていることもすでにご存知

のとおりです。これらは主として工場排煙に含まれる

亜硫酸ガスが原因とされていますがこの問題は亜硫

酸ガスの排出量を強く規制するのが先決であることは

申すまでもありません。だがこの場合にも先ほど述べ

た帆森林の構造改善"がやはり有効だろうと推測されま

す。宮島のマツの枯死が実は対岸の工場から排出さ

れた亜硫酸ガスに起因するものであったということを

殺虫剤の空中散布後肝心のマツノマダラカミキリの死

体が全く発見されなかったという耶実と照らし合わせ

てごらんなさい。なんとブーソセンスな話ではないか。

先ず原因を確かめてから予防や治療にかかるのが常

識であろうのに…。K君世の中には往之にしてこ

んな悲喜劇があるものですヨ。

4．乱開発とマツ林の荒廃について

K君わが国の高度経済成長政策とともに確かに国

民の生活水準は向上しましたが公害その他自然環境の

破壊など各方面にいろんなヒズミを生じていること

は誰しも知るところですね。瀬戸内のマツ林も宅地

－25－



造成あるいはレジャー産業進出などのために著しく荒

廃の傾向にあります。君が勤めるH県でもおそらく例

外ではないでしょう。クロマツ林およびアカマツ林は

海岸地帯から中山間地梢に分布しているためとくに開

発の名による荒廃が激しいのです。

K君僕がいちばんよく知っている例を挙げておきま

しょうか。その一つは香川県牟礼町のクロマツ択伐作

業林です。マツの緑の屋島（このところ紅葉が目立ちま

すが…）の対岸庵治村は古くから庵治石の産地と

して山肌は見るも無残な状態ですがこれはやむを得

ないとしてもその南部に位侭する牟礼町から志度町一

帯はクロマツ択伐作業林が見氷な景観を形成していた

のです。ところが経済発展とともに商松市のベッドタ

ウンとしてこの10数年来宅地造成などが急ピッチで

進展し私が知っている10数年前の姿とは打って変わ

った状態になりました。むろん僕は当時からクロマ

ツ択伐林の崩壊は時間の問題と予見してはおりました。

がこれほどはげしいものとは思っていませんでした。

町有林ば皆伐され学校など公共施設は立派になりまし

たがマツ林は荒れる一方です。

K君こんなことがあり寵したよ。数年前牟礼町大

町地区でゴルフ場造成のためクロマツ択伐林を皆伐し

たところたまたま実りの秋に築中豪雨があり下流

の水田が土砂で埋没するという覗故がありました。牟礼

町になぜ択伐作莱が行なわれてきたかという理由を地

元住民はこの際改めて見直すべきだと思います。野

放図な宅地造成とクロマツ林施業の粗放化はいずれ

の日にか大きな災厄をひき起こすのではないかと心配

しています。

もう一つの例として愛媛県菊間町一椿のアカマツ択

伐作業林の荒廃を挙げておきます。この地域はおよそ

700年もの昔から択伐作紫が行なわれてきたのでありま

すがここにも乱開発がしのびよっています。まず水田

がその次にマツ林が次第にミカン園と化しマツ林

は急速に姿を消しつつあります。最近ここにもレジ'’

一資本によるゴルフ場の建設が決定し君もご存じの

僕の試騨世を含む数十ヘクタールのアカマッ林がブル

ドーザーの前に姿を消そうとしています。僕はここで

も牟礼町と同じような心配をしております。現代の人

間が目前の札束に幻惑されて遠い祖先の英知による

遺産をなしくずしに崩壊しつつあることは他入ごと

ながらまことに擬態に耐えません。

K君牟礼や菊間の住民に対してせめて残されたマ

ツ林だけでも択伐的取扱いを続けていかれあよう切

望しているのですがこれも時の勢いしょせん私だけ

のはかない希望かもしれませんね。だがK君われわれ

林学者・林業技術者は今こそ声を大にして森林存在

の意義を訴えなければなりません。瀬戸内のマツ林は

先にも述べたように中山間地帯の丘陵性山地に分布し

ていますから乱開発の対象になりやすいことを忘れて

はなりません。マツ林の取扱いについてというテーマ

からいささかそれた感じはありますがこの辺でとど

めておきましょう。K君H県や隣りのY県あるいはO

県の実態などそのうちルポしてくれませんか。

K君少し長いどころか大変長い手紙になってしま

いました。気がついて象ると初夏の早い夜明けが近づい

ている気配です。実のところこの手紙を書くにあたっ

ていろいろ構想も練りまた少なからぬ数表や図を作

成し分析してみたのですがこれらの図表を示しても

かえって煩雑になりますのでそのほとんどを省略しま

した。まだ二つ三つ申し述べたいことがあるんですけど

も今回は割愛してまた後日に譲りたいと思います。

たとえば瀬戸内一帯に見られる粗悪マツ林の改良につ

いてはどう対処すべきかという問題あるいはご承

知のとおり古くから治山事業が巨額の経焚を投じて

施行されていますがこのような治山植栽にかかるクロ

マツ林の取扱いあるいはクロマツと混植された肥料木

の老化現象の問題などについても私見を述べて象たい

と思っていましたがまあ時間切れということでまた

改めて書くことにしましょう。

K君はじめにも述べたように現場の経験に基づく

率直なご意見をお寄せ下さるように.／終わりにあたり

君を含めての林業技術者．承なさんのご健闘を祈りつ

つペンを置くことと致します。さようなら
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一森林総合利用の哲学一
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昨秋，日林協から森林計画に関する韮礎調査や，林惟

事菜の森林総合利川促進期:誰のコンサルタント業務のお

手伝いをする機会を与えられたが，そのさい，全く的外

れなことかもしれないが，私なりにいろいろ考えさせら

れること･があったので，ここにその一端をご披露してみ

たいと思う。森林総合利ﾊlとは何かということと関連し

て，森林とは何かということに対する疑問である。

というのも，現地市町.村の森林総合利用事業の受止め

方が，私なりに理解する国（林野庁）の意図に必ずしも

合致していない場合があるように見受けられたからであ

る。もっとも，中央が机上（？）でいわば純粋に考える

筋が，地方の段階でゆがめられることは当然ありうるこ

とと考えられるから，そのこと自体をどうこういうつも

りはない。もしそれが，「それはそれ，これはこれ」式

の考え方によるのであれば，あまり好ましいことではな

いと思うだけである。私の関心は，森林総合利用という

ことの解釈の仕方自体に何か食違いがあるのではないか

ということの方にあるのである。

森林総合利用とは「森林の林産物生産，保健休養等の

各種機能の総合利用」のこととされているが（第2次林

瀧事業対策要綱)，現地では，林産物の生産機能（いわ

ゆる経済的機能）の方は森林所有者が，保雌休謹等の機

能（いわゆる公益的機能）の方は他人（遊びに来為人）

が，それぞれ利川することがそれにあたるとされている

のではないかと疑われる節があるのである。

しかし，私としては，「森林所有者の，森林所有者の

ための，森林所有者による森林総合利ﾊ1」が本筋と考え

られるので，まず，そのことを少しく敷布してみたいと

思う。

むろん，前のような意味での森林総合利用も当然あり

うるとは思う。同一森林を所有者と他者とがそれぞれ別
の目的に利用する場合でも，森林自体につけて象れぱ総
三

一畳←～Q”一－ぜ一一

所有苫の利附I合的に利朋されることになろうし，また，所有台の利川

も他者の利用も，「利Ⅱ1」という一者において総合され

ているとも見られようし，さらには，所有者とか他者と

かを離れて，人間社会全体としては総合利jIﾘになるとみ

ることもできるわけだからである。

しかし，そのような論理（？）で成り立つ総合利用は

概念的というか観念上というかのそれなのであると考え

る。そして，そのような総合利111なのであれば，林撒事

業の一環として取り上げられる意味もないと思うわけで

ある。

これに対して，私は，森林の木材生産機能とともに，

森林の保健休養的機能を他者が利州することをも，森林

所有者が（自己の利益のために）利川するのが，少なく

ともこの場合の森林総合利川でなければならないと考え

るわけなのである。そこに，異質の二つの「利川」が，

所有者による一つの「利州」として其体的にあることに

なるからである。

しかし，そのように考えるとしても，｛撫林〃が概念

的に考えられていれぼ，森林総合利期ということも概念

的なものとしてしかありえないのではないか。森林総合

利用が具体的な実践としてあるためには，具体的な一つ

の森林（が持つ諸機能）の，上に見たような愈味での，

総合利用でなければならないのではないか。とすれば，

具体的な一つの森林というものをどこに見るか，したが

って，その全体と部分をどこに見るかが問題であると思

われるわけである。

たとえば，対象地域内の森林を「多｣であるとすれば，

所有者が，そのあるものについては木材生産機能を，他

のあるものについては保雌休譲機能(が利用されること）

を利用するということで成り立つ森林総合利用もあるこ

とになろう。しかし，そのさいの$'森林〃は，多数の具

体的な森林を総称する言葉，つまりは概念としての森林

に臆かならないから，森林総合利川ということも概念と

してあるだけのことになるとしなければならないと考え

る。したがって，対象地域内の森林は「一」と見なけれ

ばならないと考える。

しかし，対象地域内の森林を「一」と見る場合にも，

そのある部分については木材生産機能を，他のある部分

については保健休義的機能を利州するというような森林

総合利用がありうるとしなければならないかもしれな

い。しかしながら，その場合の「一」は，観念の上での

ことにすぎず，実質は前の場合と異ならないとしなけれ

ばならないと考える。

そもそも，森林が多面的な機能を持つということも，

一 一
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ある森林はある極の機能を，他のある森林は別のある種

の機能をそれぞれに持つこととしてもいいうるし，一つ

の森林のある部分はある種の機能を，他のある部分は別

のある種の機能を持つこととしてもいいうるかもしれな

い。また，それは，異なった種なの機能を一つの森林が

全体として，いわば総有的に持つこととしてもい↓､うる

と考える。

しかし，いわゆる多目的ダムというようなものの場合

に，そのある部分についてはたとえば発電機能，他のあ

る部分についてばたとえば防災機能を見るなどというこ

とはしないはずである。そして，森林総合利用』櫟にお

いて対象とされる森林は，あたかも多目的ダムのような

ものとされなければならないと考えられるのである。

かくて，いうところの森林総合利用は，対象地域内の

樹林を一つの森林と見，その全林に木材生産機能と保健

休養的機能とをいわば同時に発揮させ，利用することを

骨子としなければならないと考えるわけである。

したがって，対象候衲地は，木材生産機能が十分高い

ちょうどそのために，すでに多かれ少なかれ帆美林〃で

あるのがしかるべきではないかと思われるわけである。

あるいは，この那業において林間駐車場林間広場等煮

の施設の盤llliに力が入れられるとともに，他方でヨリ木

材生産機能の商い美林の造成，経営が強く意図されてし

かるべきであると思われるわけである。なぜなら，この

場合，保他休難施設の大宗はちょうど森林とされなけれ
ばならないのだからである。少なくとも，そのように考

えなければ，森林総合利用M操は観光事業に廟を貸して

母屋を取られることになりかねないと恐れられるのであ

る。むろん，ヨリ達観すれば，そうなっても，それはそ

れでもまた可なりということになるのかもしれない。し

かし，そのさいは，総合利川とは縦割り行政予算の総合

利用ということに解釈するのが妥当であるということに
なろう。
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明治36年1月10日生，71才

経営面積水田30a,普通畑20a,山林用苗畑100

ay採穂園20a,山林33.73ha,林業歴55年

年間の生長鮭140m3,伐採量100m3,年間の降緬鼠

2,000mm,積雪避30cm,年平均気温15｡C,晩霜5月

上旬，初霜11月上旬

経営上の特徴この地方は，もとは交通の便がわる

く，そのため木材の搬出にあたって嫁良質の大木を抜き

伐りして，現場で板にしたものを市場(佐伯郡l1･日市町，

旧広島市）に駄馬および人の肩によって運んでいたので

ある。したがって伐採は山から抜き伐りによるｵ)のが多

く，これがこの地方の慣行となっている。

私はこのような環蝋のもとで択伐施薬を研究し，ス

ギ，ヒノキ，モミ，ツガ，有用広葉樹を主木とする混交

択伐林方式を熱入し，小規模経営での保続収入を可能な

ものにしている。

おもな特徴は次のとおりである。

1．経営の韮本方針は，地力維持の増進と保統的収換

をあげることである。土壌条件に恵まれていないため，

土壊中の有機物の破壊流亡しないようとくに配慮する。

2．更新は主として天然更新を行ない，従として人工

更新（更新の不可能な所にはスギ，ヒノキの大苗を樹下

植栽を行なう）を行なうものとする。

3．林内照度の調節と長幹無節の直材を生産するため

に，枝打ち，下刈り，ツル切り，除伐作龍を行なう。

‘1．木材の伐出，森林管理のため作業道を開設してい

るが，現在ha当たり100mであるが，この倍の20()

mを目標としている。

5，林地肥培広葉樹との混交，とくに肥料木の混植

によって，地力維持をはかっている。

6．択伐林経営についてとくに述べた､､ことは，林業

の経営にあたって最も重要なことは更新である。鐙も多

くの労力と経磯のかかるものは人工更新であるから，こ

れを只にひとしい天然更新を行なうものとする。これは

適度の択伐と枝打ち（下木の邪魔になる枝を取る）を行

なって林内に適度の太陽光線を入れて，光合成を朧んに

すれ朧幼稚樹の発芽および生長が可能になる。雑木雑草

も下刈りを5年に1回行なう程度です承，エ戸ウジョン

（土砂有機質肥料養分の流失）を防止できるように後継

幼稚樹その他雑木雑草の発生を図ること，これは森林の

完全なるうっぺいを避けることである。その理由はヒノ

キ，ツガのような葉の小さいものが完全にうっぺいした

場合はヒノキやツガの林ではその林地には一木一草落葉

もなく非常にエロウジョンが起きやすくなるのである。

このような森林では林木が完全にうっぺいするほど治山

治水の用を成さなくなるのであるのであるから，切りす

かして陽光を入れて下草下木の発生をうながす。
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択伐試験地（伐採鼠と辮臓）
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上表の択伐林の伐採壁について説ﾘjをすると，鋪1，

2試験地は一応成林した林を択伐林にしたものである。

第1試験地は択伐施菜を始めて100年を経過している。

第2試験地は開始後50年を経過している。第3試験

地は無立木地（採草地跡）から始めたものである。萩尾

山根平山は採草地50％，広莱樹（薪炭林）50％から始

めたもの。

その他の地区は針莱樹50％，広葉樹（薪炭”50％

から始めたものである。

次に古生層の股高樹齢は80年生以下で，大半が60年

生である。花臘岩のほうの最揃樹齢は80年生以上で，

大半が100年生である。土質のよいほうも悪いほうも50

年以上も調査記録があるのに，土地のよいほうが,,単位

当たりの成縦が悪いということであるが，今少し調査を

継続して雛ないと結果が出ない。

以上ば私が55年間に実行および経験したことを喪い

たものである。ご一読願えれば幸埜に思います。

付記択伐作業はいかなる林分でも始めることがで

き，無立木地でも2，30年で収穫をあげることができ

る。ただし始めから多くの収謹は期待できない。壮齢林

から始めるのが理想的である。

7．択伐木は中庸良木を残して大木，暴木，病虫被害

木，不良木等を収穫していけば，ひとりでに森林はよく

なるものである。

国有林で択伐に失敗したのは良木を伐って不良木を残

したためであると思われる。

8．択伐林は皆伐しないので大きな裸地を生ずること

がなく，永久に森林を継続するので，治山治水上媛もす

ぐれた施業法である。多くの樹種が混交していれば深根

性あり浅根性の木があるので，林地の崩壊をまぬがれる

ものである。肥料分の関係において，嫌地を生ずること

がなく，病虫害，風水害，気象害等にも抵抗性が強いの

である。

9．択伐林はいつでも収穫ができるということであっ

て，一般の人の考えるぼど伐出に経徴がかかるものでは

ない。長伐期経営にすればするほど収穫が多くなるもの

であって，労働生産性は向上するものである。

10.択伐林の欠点は単位面積から一度に大量の木材が

生産できないこと，また林道や作業道が沢山いることで

ある。現在1ha当たり100m以上必要とする。これの

解決策は良材の生産を行なって，この経営面の解決をは
かることである。
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吋有林86011a,国有林1,200ha)と狭隙なため，生産

基盤としては，決して大きいとはいえず，全国でも小さ

い部類にあげうるであろう。

こうした背景のなかにあって，ノII上村森林組合が，活

発優良組合として注目されるのは，なぜであろうか。

敗戦による貧困と混乱の中で，村づくり，組合づくり

の必要性がとなえられた時，小さな離縦で大きな成果を

あげるために，木材の付加価値追求をめざし，加工3雛

の拡張を図りながら，合理性を貫く組合維営を考えつき

完成させたことは，地域環境がしからしめた一面もあっ

たにせよ，範とすべきであろう。

組合の発展は原則にそった運営のふではとうてい成り

立たないのが現実の姿でもある。言葉では櫛iliだが，組

合員のための組合をつくらねば…･という発想はできて

も，いかにこれを具現化するかとなると，はなはだ至難

蔵ことである。全国でもピリから2番目ぐらいの41:を施錐

盤しかない川上としては,何としても生き抜くためには，

独自な経営をあ拳出すしかその方法はない。

このため，木材の付加価値を増大する「加工聯梁」に

天命を託した夢は，今や完全に開花し，組合辨業として

は全国一の評価を得，年商3億と村予算2臓8千万を上

霞わり，村民所得の大半がこの蝋業によるまでに至って

いる。

しかし「森林組合の本質は，あくまでも山づくりであ

って，加工事業は表通りであり，山づくりに役立てる一

方策である」と，小県軍平組合長理事は力説している。

また「それが林業者の使命であり，山村の生きる道でも

ある」といっていることに大きな意義がある。

森林組合が，林業の中核的な担い手であるといわれる

し，また設立の目標にてらせば，そうでなければならな

い。それにぱ，組合自体の内容の充実が前提であろう。

しかし，制度上の制約が，ある面でのアシカセともな

っている事例が，あまりにも多く，組合として職種的な

姿勢を打ち出す勇敢な施策が乏しいのも現状である。

手数料で生きる組合が多いなかで，アイデアにたけた

手腕を発揮し，「手数料組合にあらず」と13負し雌全経

営を維持してきていることは，見上げたものである。

林業推進は，「口でいうより，組合員の利益向上につ

ながる行動で示す」ことに徹した生き方は，大きな教訓

である。

組合員へのサービス効果は，ありとあらゆるところに

見られる。

少ない資源の有効利用一→組合員所得の向上･…組合

指導事業は経営診断から始まった。
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日本の多くの山村が，林業の発展によって振興してい

こうと考えながらも，現実の問題としてば多くの問題を

かかえ，ようとして実行できないのが現状でもある。こ

れは，林莱の発展が，生産期間の長期性に起因し，林業

独自の問題として解決することができにくいからなのだ

ろうか。こうした現実の姿を，何とか打開しようと，先

進林業地を視察することは，きわめて有意競なことであ

る。

情報化社会においては，「百聞は一見にしかず」「見

てから信ぜよ」はなおさら肝要となっている。このため

地域林業振興をめざす足助町・同森林組合．県足助崩務

所林務課では，このほど異色森林組合として全国的にも

活発な動きを象せる岐阜県恵那郡川上村森林組合を，町

有志80名とともに訪問したが，そこには生きた教訓が

あり，明日への綴として大きな収穫があった。

発想の転換が叫ばれるとき，生産基盤がきわめて小さ

いという不利な条件を克服し，加工噸業の推進による木

材の付加価値増大を求めて，波乱の林業界を乗り切って

ゆく雄なしい川上村森林組合の姿は，恵まれた環境にあ

りながらも，林業に今一つ意欲が不足している当地にと

ってまさに範とすべきであるとともに一考を要すること

であろう。

以下その視察記を送り大方の参考に供したい。

多くの森林組合が，多雌な道を歩むなかで，組合が村

の経済，否村勢を牛耳る？生き方をしているのが，「川
上村森林組合」であ為。

川上は「かわうえ」とよぶ。長野県境に接し，裏木曽

とも称せられるこの地朧，総面澗30km2の小さな山村

である（人口1,079人，戸数257戸)。標高426～

1,810m,中央を南北に流れる川上川の両岸に，わずか

な段状の耕地と人家が点在するほか，山林で占められて

いる。このため村民所得は，山にゆだねることが，きわ

めて大きなものとなっている。

しかしながら，林野面積2,700ha(民有林640ha,
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地域林業の計画的経営を目ざすために，その地固めと

して，全戸の経営相談を積極的に進め，森林施業計画を

樹立するかたわら，自立経営の不足分については，組合

の加工事業によって補填させるよう体系化したことは，

単に地域性として片付けられない努力が秘められてい

る。

造林事業についても，組合独自の奨励策（拡大造林に

対する苗木補助・樹苗生産者に対する補助・肥料代補

助）で積極的なてこ入れをしている。

また，現在組合員の木材生産童の9割以上を掌握して

いるが，素材の生産・販売は15年前からそのほとんど

を買取りで行なっている。

限られた少ない素材･…「木は高きへ流れる」のが原

則である。組合としても高く買わねば組合員からの信頼

が得られない。このため価格決定は，生産材の一部をそ

の都度県森連共販市場へ出荷して市況の動向をさぐり，

その最高価格を基に運賃等を差し引いて逆算し買取り値

を決定している。

こうした組合員への利益追求催企業的性格の工場運営

をはじめとする活発な各種経済事業によって支えられて

いるが，高い原木を買う実力は，非常にきびしい一面も

あるが，良心的な製品を出し，信頼を得るよう，絶えず

努力されている。これらは，すべて単価が世の流通機構

を排除しており，近隣の木材業界では他に追随するもの

がない現状である。

ここで租合の執行体制を承よう。

職員は，常勤組合長はじめ5名であるが，合理性を貫

く組合経営を意図するため，現業部門ほ完全な独立採算

制で，5部門（60数名）をようし，作業・輸送・製材・

木工・額縁おのおの競争しながら業績をあげている。

従業員の勤務年数は，熟練した技術者を必要とするこ

ともあって一般に長いが，皆意欲に燃えている。

こうした体制のなかで，木材の付加価値増大は，運営

されている。

すなわち，伐出・輸送部門から製材部門へ入った素材

は，組合製材工場で製材され，建築材として販売される

ほか，背板・廃材も含めて，あるものは木工部門へ，あ

るものは額縁部門へ売り渡される。さらに各部門から出

てくる利用不可能なごくわずかな廃材はチップ化され

る。こうして残るものは，樹皮のみといった歩止まりの

高い高度利用である。組合経営のモットーである付加価

値追求は，こうして実践されている。最近では，木工部

門は縮少され，額縁部門にとくに力が入れられており，

注文に応じきれぬ盛況ぶりを示している。このことは，

絶えず需要動向を洞察し，世に先んじて実行していく経

営センス，そして「企業経営に徹す」といった組合の基

本姿勢と従業員の真剣な姿があればこそであろう。

額縁はマサに廃材利用のホームランであり，労務対策

上でのヒットでもある。

よい物は売れる。．…しかし絶えず消費者の趣向先取

りの努力はアイデアマン組合長の手腕によるところきわ

めて大である。

小さな経営基盤がしからしめた加工事莱とはいえ，こ

の収益を，指導・山づくりの部門に還元し，木材生産の

基盤づくりを徹底させていることを忘れていないのもま

た，さすがといえよう。

今また優良材生産指導に力を入れ，「東濃材」のブラ

ンドを高めつつあり，小さければ小さいなりに組合員～

地域と密着した積極策で，山村での組合の役割を果たそ

うとしている。

こうした組合の活躍ぶりを承，改めて合理性を感ぜざ

るを得ない。しかしながら，一見順風ではあっても，加

工事業中心の組合経営そのものにも，幾多の試練が訪れ

てきている。それは

①零細兼業林家の山林造成をどう切り抜けるか。

②他産業との関連づけをどのようにしていくか。

③社会性，公共性性格と企業的性格との調和共存を

どうするか。

④若年従業員の確保は。

⑤林業後継者対策は。

⑥広域協業活動のとり組承方と前進策をどうするの

か。

いずれも大きな課題であると,組合長は頭をかかえる。

しかし，幾多の困難を克服してきた今日の川上村森林

組合は，今や地域住民の生活の支えともなっており，人

間的なつながり重視の運営がなされるかぎり，その前途

の展望は明るいものがあろう。

視察を終え痛感することは，「川上」としても決して

問題点がないわけではなく,すぐれた事例ではあっても，

これが公式ではないことである。しかし，こうした事例

の中から，何か原則的な考え方ほ学ぶことができる。

当地の条件は，決してまさるとも劣るものではない。

追いつき追い越すことは，至難なことではあるまい。要

は,気概につきるであろうが,まずは林業者個なが森林組

合と一体となるよう，真剣に林業を考えるべきではなか

ろうか。「笛吹けど，踊らず」が当地の現状でもある。

省資源が唱えられる今日,これを契機に大いに自省し，

地域に根ざした林業経営の確立を望むところである。

－
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緑化とは，樹木を植栽して国土を青く美化することで

あるが，緑化事業という立場で考えると緑化には多くの

種類の緑化があり，奥地林の造林も，家の周囲に樹木を

植えることも，鉢植えをつくることも緑化事業の一つで

あり，緑化は実に千差万別である。

このように，緑化を事業として取り上げていくには緑

化の内容をはっきり分けて立案していくことが重要であ

り，さらには，緑化には緑化以外の目的で経営している

樹林が結果的に緑化になるものと，緑化そのものを目的

としなければならない仕事があるなど，緑化をどう取り

上げていくかということを問いなおさなければならない

として，緑化と育種の問題に入り，林木育種の現況と問

題点を述べている。

そして，養苗法や山取り法を検討するとともに，もっ

と基本的に緑化の目的をはっきりさせ，それに合った樹

種を選び，遺伝的によいタネや苗木を選ぶこと，すなわ

ち,林木育種は精英樹を選抜することだけでなく,いま養

苗する苗木のタネを考えることであり，緑化で最初に取

り上げられなければならない問題である，としている。

大型古タイヤ利用による

水たたき工施工の試承

名古屋局・付知署岸国祐・井戸満

みどり26～51974年5月P26～29

可
一
一

谷止等を施行するとき，急峻な地形，脆弱な地質のと

ころでは豪雨が重なると提せん部が洗掘され，俗にいう

アゴを出してしまう。そこで抵抗性があり，作業が容易

で経済的な方法として，大型タイヤに目をつけ，これを

組み合わせ，内部にコンクリートを打ちこ象沈床用ブロ

ックとして用いたところ好結果を得たとのことである。

その構造，仕様を示すと，次図のとおりである。

なお，タイヤ相互の接合を完全にし，コンクリー1,が

タイヤに十分に入るように，テコ応用のタイヤ工作器具

を考案している。

1，，
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単線循環式軽架線について

林専技福田敏久

島根の林業N0.381974年5月P6～7~畷鶴
－

・
・
蹟
‐
壬
‐
。
・
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？

この架線については本誌No.28で紹介されたが，そ

の後，研究・改良が進み,ある程度技術的に高度になっ

てきたとし，その改良点を述べている。

吊り荷の重さの予測と使用するワイヤーロープの太さ

などの決定，張力管理（張力測定）の方法く振動波法に

よる張力測定，張力管理器（張力計)＞，に分けて，図

表を入れて（次ページの表）わかりやすく説明されてい

る。

なお，最近はこの架線がしいたけ生産’造林事業等に

かなり導入されてきているとのことである。

夕･f鞭水たたきエ材料炎(加迦当たり）

緑化と育種一人と自然の共存をさぐる

岐阜大農岡田幸郎

緑化と苗木N0.51974年4月P6～9
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述祐鋼梛

コンクリート

規格

I鋼16国､1.購別’

252Ⅶ

散溌

1.5本

O-61I1f

種目

古タイヤ

迩詰金具

支え企呉

規 稲

10.0×20
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〃9，師14“

数裁

4.0本

9.0本

12.0本



単線循環式軟架線の機材費（例）
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’

’ １
１

単価

円

名｜数
口

名口ロ

ー

ス プライス用
（ワイヤー針）

量
鉢
唯
珈
塔
味
恥

－
１
釦

２

数 鋤
一
円
一
通
一
皿

金額

1,500円
凧Ｉ

品
２
集
く

｜
暗
一
唖
即

畢
墾 金額

310,000円

103,000

15，000

6，000

材
4PS)

機

ナマシ鉄線 2,5001特殊滑車 10,300

鉄線（フック用） 700スナッチブロック 3,000

荷吊ロープ(6～8mm) 1，200

9,000

63,500

|｜ヒールプロック(2車）｜’〃
トヨロック（台
6mm×2m)
動索6×19％8
種ワイヤーロー

付
一
ゆ

｜］,90,
1，600

1，800

ロ－

シャックル（5分）

ワイヤークリップ(2分）

キトークリップ

900

127

5〃I380

X19%8mmA
10〃16(）｜

ﾛ
プ

計 617,700 1〃

”P一

(注）集材機のかわりに耕転機または低馬力エンジン等を利用して，機材饗節減を行なっている事例が多い

はそうした緑の対象地は，半数は「ない」と答え郡部に

あっても，その32％ほ「ない」と，また森林や緑地は

「自然のままの森や林」を望むものが最も多い。

2．森林の公益的機能の確保と経費負担について

全体的に桑て，「このような働きによって国民全体が

恩恵を受けるのだから国の経費でまかなえばよい」とす

るものが58％，「受益者」「森林所有者・林業経営者」

が負担すればよいとするものがそれぞれ13％,など公共

負担によるとするものが圧倒的である。

3．森林と国民生活

都市･郡部別に承ると,両方とも国土保全機能を重視し

ていることに変わりはないが，大都市住民にあってば将

来とも生活環境保全機能を最も重視しているのに反し，

郡部（とくに農山村)では木材生産機能を重視している。

このように，森林の機能に対する評価にかたよりが承ら

れる。今後報告される木材利用，自然保護，レクリエー

ションなどの調査結果の紹介が期待される。

＜特集＞シンポ・都市の中の森づくり

名古屋営林局

みどり26～51974年5月P8～21

シンポジウム・自然と人間シリーズの第3回目にあた

るもので,名古屋営林局,愛知県，中日新聞共催，岐阜，

三重，静岡の各県，名古屋市，名古屋青年会議所後援，

によって行なわれてきたものである。第一部事例報告，

第二部講演，第三部全体討論にわけて，シンポジウムが

行なわれたものの要約を紹介している。｢都市の緑」とい

わず，あえて「都市の中の森づくり」としているのは，

同局が昨年来提唱してきた，郷土の自然林を基調とした

森林づくりを意図したものであると，説明している。

○江山正美：＜日本人の自然観・3＞自然との対立

国立公園No.2941974年5月(P1～4)

くず退治－新しいクスリの使い方

育林部入口誠

ひろしまの林業N0.2791974年6月P10

くずを枯らすには，従来いろいろの方法がとられてき

たが，それらは株をさがして処理する方法であり，見落

としがあり，したがって葉にクスリを散布し枯らすのが

最もよいが，特効薬ともいうべき「プラシキラー微粒

剤」が使用中止となった。今度「クズノック微粒剤」が

1開発され(近く農薬登録される見込み),実際に試験した

結果にもとづいて，その使い方を紹介している。

これは，葉が出たあと，木に巻きつく前に（6月中旬

～7月上旬)，10アール当たり10kgをムラなくまけば，

･2週間ぐらいにしてツルの先が枯れ，のびなくなるとの

.こと，翌年でた芽も先が枯れるので，くずはほとんどお

･さえることができるとのことである。毒性については，

とくに注意するほどのことはないが，手袋や長袖シャツ

などを用いればなお安全とのことである。

「森林の機能に関するアンケート調査」

調査結果の概要について

林野庁・企画課坂口精吾

・林野時報21～21974年5月P15～21

この調査は，昭和47年に実施したものであるが，ここ

には調査事項7項目のうち，次の3項目について，その

結果が紹介されている。

1．生活環境と森林

一般国民がどのような種類の緑の散歩や気分転換を望

んでいるか，また森林の果たしている役割や森林に対す

る期待を問うたものである。その結果，大都市にあって

＝

夕
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林業紹

森林と環境に関する

大統領諮問委員の回想

－アメリカ合衆国一

JournalofForestry,1974年1月号はさきに公表さ

れた「森林と環境」に関する大統領諮問委員会（以下

PAPTEという）の報告について関係委員数氏の見解を

特集号として編集した。ここに紹介するものはそのうち

のStephenH.Spurr氏〔注〕の6<ReflectionSonAmerican

ForestPolicy''である。

〔注]S､H.Spurr氏はアメリカ林業専門家協会の前評議員，

テキサス大学（オースチン）の学長であり,PAPTEの

メンバーであった。

はじめに

森林と環境に関するPAPTEの職務はやり甲斐のある

ものであったし，またむだな骨折りででもあった。とい

うのは一面において国の林産物需要にこたえると同時

に，受けついだ自然の土地を後継者を楽しますために保

護するという問題究明に参加の機会に恵まれたことであ

り，また他面においてきわめて限定した情報しか利用で

きず，委員たちは専従者以上に奉仕したにもかかわらず

計画課題に十分な時間と努力を傾倒することができなか

ったことが無駄な骨折りといえる。

それにもかかわらず，われわれの報告は編集情報の蓄

積と重要かつきわあて複雑な諸問題に関連する知識の累

積にある程度貢献する望承がいだけると思う。

1．国有林の役割

合衆国国有林は針葉樹用材を立木材穣で51％含承，

菫たそれは伐採量において27％を占めている。したが

って合衆国山林局はこの重要財貨の主要唯一の供給者で

あり，私有林はこれと対照的に割合に低蓄積でより過伐

である。輸入増加は可能であるが貿易均衡の点から望ま

しくないので，針葉樹用材に対する短期的需要の多くは

明らかに国有林から充当されねばならない。

同時に，これら森林は国の主要な自然の休菱資源土地

を構成しており，原始区域の大部分，自然保存区域，戸

外休義区域ほ必然的に国有林内に位置することになる。

だから経済林地を用材生産と戸外休義の双方に利用する

ことの矛盾が国有林地ほど激しくかつ問題になるものは

緑かにない。の承ならず,股も連邦政府によって管理,規

制を受けやすいものは国有林地である。したがって，

PAPTEが大統領に行なった報告は明らかにそれ自体主

として国有林管理に関する政策となるはずである。

2．保続収穫と多目的利用

国有林組織の3/4世紀の期間を通じて山林局の管理政

策は保続収穫と多目的利用の一対概念によって導かれ

た。年の経過とともに，きまり文句化した2つの語句に

かなり異なった解釈がなされ，時には本来の森林施業ま

でが無視されるにいたり，なおまたこれら概念を全国有

林地に一様に適用することについて疑問が高まってき

た。保続収穫原則にもとづく森林育成はしばしば林業経

済学によって状態の異なる多くの地区において非経済的

であると論証され，むしろ二者択一的計画による方がよ

り経済的であることが示された。

そこで国有林政策の展開にあたって，まず濃初にこれ

ら概念に基づく基本的態度を決めなければならない。つ

まり保続収穫原則の厳密な適用を通じての更新可能な天

然資源の保存を信ずるか，あるいはこれら資源を伐採す

るかどうか，もし伐るとすれば伐採率をどう決めるか，

これらの基礎として経済分析を取り入れるかどうか，に

ついての信念または基本方針が問題になる。

委員会はユ960年の保続収穫法に大ざっぱに定められ

た国有林の保続収穫管理に信頼し賛成の立場をとった。

さらに保続収穫は限られた地理的市場圏における国有林

地よりなる管理区域に対しての承計算さるべきものとす

る。そして事業区の概念を広げ協同組合の保統収穫協定

によって拘束されない私有地をも含むものとする，実際

施行において多くの場合，私有地を含めた管理において

改良の保証のないままに，またはそれら管理に制約を加

えることなしに，国有林の収穫を増すことになるであろ

うが。

国有林地の承に基礎をおく地域保続収穫管理政策に引

き続き信頼をおくことから当然生じる見解はこうであ

る。すなわち，木材生産に利用される国有経済林地にお

いては，厳密な経済的見地からの投資に見合う収益の有

無に関係なく，造林が達成されねばならない。このよう

な造林の社会的喪用分析は，たとえ経済分析がどう示そ

うとも造林投資を正当化するというのが委員会の所信で

ある。

このように国有林の保続収謹管理をふたたび肯定しな

がら委員会はまた2つの関連した結論に達した。1つは

－34－
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山林局による許容伐採量の決定があまりにも均等生産原

則に頼りすぎるということであり，他は山林局が木材収

穫〔注〕の弾力性を無視しすぎる傾向のあったことである。

〔注〕これは原生林の異なる伐採率の複雑な分析による保続

収穫原則にもとづいて到達する。

委員会の分析では，国有林内の特定経済林において保

続収穫原則による管理のもとでなお木材収穫を本質的に

ふやすことが十分可能であることを示した。

多目的利用に関しては，経済林地の多くの場合望まし

いものでなくまた実用的ででもないことを委員会は明ら

かにし，そしてごく合目的な区域だけが戸外休養ならび

に原始保護のために用材生産から全く撤退されうるし，

またさるべきものであるとした。かくして，その他のき

わめて多くの合衆国の経済林地（私有林および公有林の

大部分）の集約な管理による木材生産の増加量は，休養

やその他の目的を主に管理された林地の収穫規制のゆ

え，失われた用材量をより以上に埋め合わすことができ

るだろう。

3．国有林の増加する撤退(increasedwithdrawals)

以上の考察により国有林の大部分は用材生産を主とす

る管理に専念しえないことは明白と思われる。むしろ木

材収穫ばそれが完全に他の利用と共存する限度において

のみ許されるという，多目的利用を主とした管理がなさ

れねばならない。幸いに国有林は森林立地が経済的に用

材生産に不適なものが多く，それらは景勝の地で戸外休

養の需要も多いところである。

多くの国有林地は用材生産には低価値であることは最

近の合衆国山林局統計から実証される。国有林地のうち

9,200万エーカー（69％）が経済林地に分類され，これ

ら林地ば年当たり20立方フィート/エーカー以上の用材

を生産している。この面積のうち戸ツキー山脈各州の約

500万エーカーが不安定土壌，小面積の孤立地等のゆえ

に許容伐採量の計算から除外されている。残り8,700万

エーカーのうち2,500万エーカー（29％）は立地級V

<年当たり20～50立方フィート/エーカー）であり生産

力の低い林地である。

立地級Vの林地のすべてが用材生産に対し経済的でな

いと見ることは単純化しすぎるきらいはあろうが，国有

経済林地の約1/4～1/3（立地級V以下に当たるもの）

が用材生産に非経済でありうるおおよその指標となる。

カリフォルニアに関するより精密な見積もりがVaux

氏の論文〔注〕においてなされ，そこでは経済林地1,570万

エーカーのうち610万エーカー（39％）が結局森林育成

に関し経済的に最低収益点以下であり保続収穫原則のも

とに経済的に管理されえないと結んでいる。

〔注]Vaux,H.J.1973,"どれだけの林地が用材生産に必要

であろうか”

この範嶬にある林地が本来の用材生産から撤退され主

として戸外休養利用にゆだねられることは経済的損失を

少なくすることになろう。ある土地を原始区域として除

き，その他林地を戸外休養強調のもとに多目的利用管理

にゆだねることほこれら目標考察により確立した基準に

よるものである。このことは木材収穫に対する連邦補助

金を削除に改め修正した多目的利用政策のもとで管理が

続けられ，経済が景勝，休養，その他土地利用を妨げぬ

よう収穫規制を続けることである。要するに，そのよう

な土地における木材収穫の制限は適度に国有林の許容伐

採量の減少を可能にするであろうし，また区域における

森林育成の収益率をおそらく増大することになろう。

したがって，委員会が国有林の1/4～1/3における休

養林的，保護林的利用に賛意を表し，森林更新について

あまり強調しなかったのは，かかる林地利用が全体の服

材生産にきわめてわずかな打撃を加えるだけで達しうる

と結論したからである。同様に，多目的利用に関してば

用材生産への不参加土地を低生産力林地の承に限らず，

土地利用の地帯区分をプ宮ツクごとに，林地ごとにな

し，そこでの国，地方の政策。方針の適用が林業専門家

によって行なわるべきものとする。

また，このことは区域全体が原始状態を呈さねばなら

ぬことを暗示するものでもない。われわれは十分に発展

した原始組織を必要とする。いまや霞さにその時であ

る。しかも，同時にわれわれは保護され，慎重に美的に

整備された路網，綿密に調節された造林実施のもとに用

材生産が管理されるに十分な面積の森林を必要とする。

かくして林業専門家は人間無視の手当たり次第の処置に

よる場合よりははるかに優れた森林管理の職務を果たし

うることになる。

4．森林育成の連邦補助金

国が経済林の保続収穫管理をなす場合，われわれが既

往において犯した損失を補てんする意味では補助金を十

分正当化しうる。がしかし，連邦投資がなかったなら

ば，その生産されるものの経済価値からゑて，伐採が行

なわれなかったであろうごとき木材の販売を可能にした

補助は正当化の余地はない。もっぱら伐木運材のための

林地開発を理由とする道路に対する連邦投資にほ深い懐

疑を抱かざるをえない。また経済的または生態的理由で

伐採してはならぬ数多くの林地の伐木運材を容易にする

ことを計画したFalconのごとき調査プロジェクトの価

値についても懐疑的である。

三井鼎三

－35－



口匡コロロ．匡コロロ匡コロロ匡コロローロロロロ口匡コロローロローロロ仁コロロにコロロ匡コロ

ロ

i芝､い-つ情扱
ローロロ匡コロロ匡コロロ亡コロロ・＝ロ口亡．

函林業試験場研究報告

No．259,260,261,262

農林省林業試験場

No．2591974.1B5判99P

森林生産の場における根系の機構と機能l

根系調査と根量推定の方法

苅住昇

本報告書は英文で末尾に和文摘要がある。‘

No.2601974.2B5判98P

日本産PeniophoraCKE.および近縁属菌の研究

林康夫

本報告書は英文で末尾に和文摘要あり。

No．2611974.2B5判87P

日本産Odontia属および近縁属菌類の分類学的研究

古川久彦

本報告書は英文で末尾に和文摘要あり。

No.2621974.3B5判163P

森林利用計画に関する研究（第1報）

－森林資源利用と環境問題：その経済分析一

熊崎実

環境試験室における合板から放散するホルムアルデ

ヒドの気中濃度について

松本廠夫

（研究資料）

南洋材の性質19

カリマンタン，ニューギニア産10樹種の性質

木材部，林産化学部

（配付先各営林局，都道府県林試）

四除草剤の森林生態系におよぼす影響とその

調査方法に関する研究（研究成果75）

農林水産技術会議事務局1974.3B5判209P

内容（目次）

研究の要約

第1章除草剤による林床植生の変化

※ここに紹介する資料は市販されないものです。発行先へ

頒布方を依頼するか，配付先でご覧下さるようお願いいた

し富す。

第2章土壌動物への影響

第3章土壌微生物におよぼす影響

第4章土壌の性質におよぼす影響

第5章除草剤の残留と転流

第6章野生鳥獣への影響

第7章淡水魚への影響

（配付先都道府県,農林関係部課および研究機関”

営林局）

■昭和48年度

保護木ならびに優良木保残作業の植栽と保

育の体系化に関する調査報告書（第2報）

帯広営林局昭49年3月B5判233P

おもなる内容（目次から）

1．池田道有林における優良木保残作業

2．浦幌道有林における優良木保残作業

3．厚岸道有林における優良木保残作業

4．北村慶蔵所有林における優良木保残作業

5．石井賀孝所有林における優良木保残作業

6．北見道有林における優良木保残作業

7．北見道有林における保謹木作業

8．美深道有林における保護木，保残木作業

9．名寄道有林における優良木保残作業

10．旭川道有林における保護木，保残木作業

11．旭川市有林における保護木，保残木作業

12．白井一司所有林における保護木作業

13．浦河道有林における保護木作業

14．摘要

15．考察

（配付先各営林局）
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『
苗
木
配
布
会
』
雑
感

四
月
の
晴
れ
た
あ
る
土
曜
の
午
後
、
日
比
谷
公
園
に
お
い
て
林
野
庁
主
催
に
よ
る
恒
例

の
緑
化
行
事
で
あ
る
苗
木
配
布
会
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
行
事
は
、
全
国
の
都
道
府
県
の

木
を
ば
じ
め
営
林
局
等
の
協
力
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
苗
木
が
配
布
さ
れ
る
と
あ
っ
て
、

い
ま
で
は
都
民
の
間
に
す
っ
か
り
親
し
ま
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。

当
日
は
、
二
本
一
組
の
苗
木
を
い
た
だ
く
の
を
楽
し
承
に
小
生
も
会
場
に
歩
を
早
め
て

象
た
。
到
着
し
て
桑
る
と
す
で
に
日
比
谷
公
園
の
小
音
楽
堂
前
の
配
布
場
所
か
ら
公
会
堂

ま
で
の
間
大
芝
生
を
挟
ん
で
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
五
○
○
メ
ー
ト
ル
も
の
列
が
で
き
て
い

た
。
そ
の
列
に
加
わ
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
い
よ
い
よ
配
布
開
始
の
案
内
が
流
れ
は
じ

め
て
き
た
。
そ
の
こ
ろ
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
の
応
援
も
あ
っ
た
り
し
て
四
月
の
陽
気
に
ふ
さ

わ
し
い
雰
囲
気
を
盛
り
あ
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
反
面
、
ほ
た
し
て
自
分
た
ち
ま
で

苗
木
が
渡
る
か
ど
う
か
と
の
不
安
が
で
て
き
た
の
か
近
隣
で
そ
れ
ら
し
い
ざ
わ
め
き
が
耳

に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
小
生
の
す
ぐ
後
に
は
、
都
心
の
住
宅
地
か
ら
や
っ
て
き
た

と
い
う
二
人
連
れ
の
主
婦
が
、
テ
レ
ビ
で
知
っ
た
の
で
さ
っ
そ
く
駆
け
つ
け
た
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
牛
歩
の
ご
と
く
列
が
進
ん
で
い
る
間
に
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
話
し
か
け
る
機

会
を
得
た
の
で
、
こ
の
奥
さ
ま
が
た
が
、
今
日
の
苗
木
を
持
ち
帰
っ
て
は
た
し
て
育
て
る

資
絡
（
知
識
）
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
そ
れ
と
な
し
に
質
問
し
て
象
た
。
残

念
な
が
ら
期
待
に
反
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
当
日
の
催
し
が
環
境
緑
化
、
自
然
愛
謹
を
目

的
に
し
て
い
た
か
ら
に
は
そ
の
苗
木
が
将
来
立
派
な
記
念
樹
と
し
て
育
つ
こ
と
を
願
い
な

が
ら
、
し
ば
し
知
識
の
普
及
に
つ
と
め
て
い
た
。

や
が
て
、
係
員
か
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
苗
木
袋
が
手
渡
さ
れ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
と

こ
ろ
ま
で
は
間
違
い
な
く
苗
木
を
い
た
だ
け
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
だ
が
、
一
方
、
も
う

ひ
と
つ
気
に
な
る
こ
と
が
お
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、
配
布
さ
れ
る
樹
種
が
北
は
北
海
道
、
南

は
九
州
に
お
よ
ぶ
産
地
か
ら
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
の
は
い
い
が
、
東
京
で
育
つ
樹
種
を

選
ぶ
こ
と
を
例
の
奥
さ
ま
が
た
に
も
教
え
て
み
た
が
小
生
に
選
ん
で
ほ
し
い
と
の
言
葉
が

か
え
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
あ
の
行
列
の
中
に
は
私
が
接
し
た
よ
う
な
人
た
ち
が
相

当
数
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
で
き
る
こ
と
な
ら
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に

簡
単
な
テ
キ
ス
ト
を
配
慮
す
る
こ
と
も
緑
化
教
育
に
い
っ
そ
う
効
果
的
で
は
な
い
か
と
感

じ
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
ま
た
、
適
地
適
木
と
い
う
聞
き
馴
れ
た
言
葉
を
引
用
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
東
京
で
配
布
す
る
苗
木
（
樹
種
）
は
、
植
え
て
も
育
つ
範
囲
の
産
地
に
と
ど

め
る
こ
と
も
自
然
に
対
す
る
愛
謹
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

さ
い
わ
い
に
、
二
本
の
苗
木
は
わ
が
家
の
庭
に
す
ぐ
す
ぐ
育
っ
て
い
る
。（
Ｋ
・
Ｓ
生
）

一
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技術者報酎||の増額等について

－林業技術協議会，林野庁長官らに陳情一

「林業技術協議会という名称で林野庁長官はじめ関係査の種類もふえ，また内容も複雑になってきました。い

部課長さんに技術者報酬増額の陳情をされたと聞きましわゆる現状の把握にとどまらず，その分析検討さらにそ
たが，どういうことですか」の対策，他部門との調整への提言など奥深くつっこ黙，
「林業関係の調査・計画・設計などのいわゆるコンサかつ広範な分野とのつながりを考えていくような取組承
ルタソト業務を行なっている法人機関の間で，発注者がが要請されています。コンサルタント機関はこれらの要

調査など委託する場合に使われる積算の技師の単価が建請にこたえるぽかりでなく，より高い次元への発展のた
設省や農林省構造改善局などで使われている単価に比べめに技術陣容の育成，強化を図る必要がありましょう。
て低すぎるので何とかこれを引き上げてもらいたいとい現に各機関ともその努力をつづけていますが.…」
うことで，従来からこのような調査業務に関係のある機「そのことと今度の技術者報酬の増額との関係はどう
関がいつし盤になって林業技術協議会というものを作つなんですか」

て49年1月26日に陳情し，各局，各道府県にも要望書「技術陣容の育成磁化に努力はしていますが，それを

を送りました」支える経営埜盤の確立が必須要件になりましょう。これ

「協議会のメンパーはどういうかたがたですか」らについてはそれぞれ安定した経営に向かって努力をし

「日本林業技術協会(福森友久)，水利科学研究所(武ていますが，最近とくに人件費ならびに諸経費の異常な
藤博忠)，林業土木＝ソサルタント（山崎斉)，林業土高脆によって経営上なかなかむずかしい状態になってい

木施設研究所（若江則忠)，日本治山治水協会（木村晴ます。これは全般的なことでコンサルタント機関だけの

吉)，林業部門技師士会(子幡弘之)が世話人となって日問題ではないでしょうが，このために発注者の期待と信
林協の福森理事長が世話人代表ということです。関係す頼にこたえられないような粗末な技術陣容とその成果に

る民間会社も参加されていますが，世話人としてこのメなってしまっては，これからますますきびしくなる森林
ンバーでやっています」一林業の諸問題への検討，発展に大きな問題となりまし

「最近のコンサルタント業務のあり方についてどう考ょうoそこで受注する調査費の中に占める技術者の報酬
えていますか」（技師の単価）について承ると他のコンサルタント業務
「林業をとりまく諸般の状況を反映して近年とくに調に比べて大変に低すぎるということが前煮から問題にな

表－1技術者日額表

』
一

‘一

農林省，建設省，道路公団

資格基準｜周額

｜‘5,"･剛
主任技師の経験
5年以上のもの

’
一
卦
剛
円
抑
仙
岬
細
細

一
羽
一
〃
｜
皿
廻
一
如

建
ル
協

会
額
円
０
０
０
０
０
｜
唖

維
定
一
麹
坪
轆
蝿

０
０
０
０

技
協

8

林野
技術者名

資格基準

技師長蕊蕊鮭同等以上

主任技師経験18年以上〃

技師経験10年以上〃

額
叩０７

庁
日
８

技術士または大学卒
18年相当の能力あるもの

5,800 12，800

10，000
8，400

(A)大学卒13年相当
(B)大学卒8年

″
″4,400

技手｜経験5年以上〃 (C)大学卒5年〃|6,5003,000

助手|経験3年以上〃 ’12,400 4,900

■一一一一一一一一一一－
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っていて，まずこれを引き上げてほしいということにし 表－2
甦一一二L1

たのです」

「低すぎるということですが具体的にどうなっていま

すか」

「これは48年12月に調べたものですが，林野庁は国

有林関係にのみ決めている額でその他腫ついては決めて

いませんが，参酌されているケースもありますけれど，

表－1のとおりになっています」

「それでは引上げについてどの
下馬”亘互画11手一〃、宇希･剥・-.J】、Iように要望したのですか」

「技術を聴重する林業におい

て，これではあまりにも技術評価

が低すぎると考えたわけで，各機

関の経営ということもあるが林業

技術者の技術評価が他の技術に比

べてこんなことでよいかというこ

とが大きな問題であるわけです。

それで資格基準に該当するであろ

うと考えられる林野庁職員の俸給

技術者名

技師長

主任技師

技師

技手

建設

48年度｜
円’

鰯:｜
鰍!::｜
(C)6,500

4，900

年額と期末手当および企業側の負担する法定福利費（俸

給年額の9％)，退職引当金(月額の96％)の合計を264

日（月22日×12月）で除したものを日額とすると,技師長

は14,350円，主任技師9,808円，技師7,475円，技手

4,492円,助手4,211円となります。49年度の仲裁裁定，

人事院勧告を25％と想定すると技師長18,000円，主任

技師12,300円,技師9,300円と試算され，これをもとに

して要望したわけです」

「48年12月調査の分と比べると約2倍になりますが，

陳情の結果はどうなりましたか」

「表一2のように決められたのです。33～36％のアッ

プは諸般の事情を勘案したアップと較差を一気にちぢめ

ることも従来の経緯からむずかしいので，若干ちぢめる

ことも盛り込んでこのようになったということで，林野

庁としても較差を認めながらも大幅に改定することは問

題もあり苦慮したようでしたが，とにかく，ここまで改

定したことは一応の努力として高く評価をいたしていま

す」

「建設・農林省など他の方面との関係はどうですか」

「他の方面も一応25％ぐらいのアップと思っていた

のですが，表－3のような結果となって較差はさらに広

がってしまったわけです」

「これではますます林業技術者の評価が低くなってい

くし，人件没も春闘で30％もアップしたので問題ほ解

技術者名

技師長

主任技師

技師

技手

助手

表－3

48年度改定

8,000円10,900R
5,8007,800

4，4005，900

3，0004，000

2，400

アップ率

36．2％
34，5

34．1

33．3

省，挫林省

"年度|アップ率
円％

19，30027．0

17，70038．3

14，60046．0

12，30046．4

9，50046．1

6，60034．6

森林開発公団

48年度

円
12，000

9，400

7，800

6，300

49年度

円
19，300

13，300

11，200

アップ率

-Z
68

41．3

43．5

5,8007,600131.0

決しないではないですか」

「たしかにおっしゃるとおりで，春闘相場が30％に

もなるとは当時予想しないところでもあり，ふたたびこ

んな較差になろうとば意外でした。それでこのような較

差の生じていることについての善処方を5月13日再度長

官以下に陳情したわけですが，早急に改定することはい

ろいろの事情から困難だとしても経済の急激な変動時に

考慮するとか，50年度予算の編成時に考えてもらうと

か，たえずこの問題を念頭に置いて善処してもらうこと

を強く要望したのです」

「このような問題に取り組むことも日林協の大きな役

割でし旗うから今後とも努力すべきでしょう」

「技術者の地位の向上，技術の練磨ということは日林

協として取り組むべき問題であるし，他の調査機関の方

盈も非常な努力をされているので，これらの世話人代表

として日林協は今後とも努力してまいりたいと考えてい

ます。また林業技術協議会も陳情だけのものでなく，調

査機関の中の連絡協調，調査業務の技術向上に大いにそ

の成果をあげる会団としたいと思います。今回の問題に

ついてもまたコンサルタント業務の運営についても発注

者側のご理解と会員各位のあたたかいご協力と技術者の

各自が技術の向上に対する努力を心からお願いする次第

です」

日林協編集室
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昭和49年6月15日

会員各位殿

日本林業技術協会

理事長福森友久

事務所移転のご通知

拝啓向暑の候ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。平素は格段のご高配を賜わり

厚くお礼申し上げます。

さて本会の事務所は会館建築のため，昨夏以来都内各所に散在いたしておりましたが，会館の竣

工も見通しがつきましたので下記により新会館に移転することになりました。長い間大変ご不便を

おかけいたしましたことを深くお詫び申し上げ，ここに移転のご通知を申し上げます。敬具

記

新会館の所在地東京都千代田区六番町7番地（郵便番号’02）

移転の内訳

ｰ

－

移転年月日 属所 電 話番号

昭和49年6月26日（水） 堀常務理事

航測業務部

03（262）4475

ただし49年7月26日から

03（261）5281～7

調査部（262）4684
開発部（262）4685
ただし49年7月26日から
03（261）5281～7

03（261）5281～7

03（262）4485（役員直通）

調
開
査
発
部
部

口
昭和49年7月26日（金） 役員，顧問

総務部(蕊諜露巣豊難）
企画部，検査部

測量部

一

し森林航測編集委員会q

6月19日（水）東京都千代田区六番町，主婦会館会議

室において開催

出席者：鴫中島，淵本，山本の各委員と，本会より，

堀，丸山，渡辺，成松，坂，吉岡，福井，杉

山

一

協会のうごき
●

し林業技術編集委員会q

5月16日（木）東京都千代田区六番町，主婦会館会議
室において開催

出席者：下山，只木，中村，西口の各委員と，本会か
ら，福森，小田，吉岡，小幡，福井，寺崎

昭和49年7月10日発行

林業技術第388号

編集発行人福森友久

印刷所合同印刷株式会社6月13日（木）東京都千代田区六番町，主婦会館会議
室において開催

出席者：熊崎，下山，杉原,高田,只木,中野(真人)，
中村，弘中の各委員と，本会から，福森，小

田，小幡，福井，寺崎

一～

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7（郵便番号102）

電藷（261）5281（代)～5
網集室（261）3412
（握善東京60448番〕

－40－



一

；
■アジア航測株式会社電(429)2151-代表取締役椎名佐喜夫本社・東京都世田谷区弦巻5丁目2番16
一一－

癖1職&』閻鰄";.魚…撫辮繩憲露賓 職爵醗:”辱”識
0頚

,一一二､一

株 式会社オオ（電(460)0111-代
（三信北西ビル）

取締役社長大塚富造本社・東京郁渋谷区代々木2丁目4番9号」溌輝噌誘刷鯉職躍踊溌盗鐵密通爺
－

一,

東亜測量株式会社電(092)4072-代
取締役社長木下義人本社・福岡市中央区天神3－10－30 蝋

東洋航空事業株式会社電(987)1551-代
代表取締役社長山村精一本社・東京都豊島区束池袋1丁目25番1号

玉野測量設計株式会社電
代表取締役社長小川義夫本社・名古屋市東区

052(931)5331-代

小川町49番地小川
一

■
■
■
■
■
■

Ｏ
ｒ
Ｕ

Ｄ

Ｇｂ
ｌ
ｂ

が

13錘篭雲
一一・？

溌恩鴎鍾蕊悪懸‘歯…二
ーPn屯

中 庭測量株式
取締役社長中庭秀夫

合
云
神
社 電
東京都渋谷区恵比

（710）7311－代

寿南2丁目3番14号
｜
ｂ
稚

＝…:霊d…予一….堪溝H…滝*‘#…唖が早野錘空，嘩螺さ卸翻認
'毒、叩域画…望■P

』P｡MF一.心

＝

日 本航業株式 会社電0822(51)2334-代
本社・広島市出島2丁目13番18号取締役社長佐藤貴治

P

八 洲測量株式
取締役社長西村正紀

《
云
掩
社電(342)3621-代
東京都新宿区西新宿6丁目9番20号

源
露

錘錘
７

ﾉfシフイツク航業株式会社電(715)1611-代
取締役社長平兼武本社・東京都目黒区東山2丁目13番5号

で
ｕ
押
噛
ｒ
２
凸
凸
聞
醒

I
東日本航
．取締役社長土

一_グー■万世一命一＝。、＝－■一

壷
エ
井

株式会社竃(986)'87'一代
（第1西池ビル8階）

清本社・東京都豊島区西池袋1丁目15番9号
■
■
■
■
■
■
．
§

=.畠~意･〒‐麹砦騒箪f驚羅弗曙圃聯鏑圓謹:蝉Ⅷ:..'､~t,j,噌雲ヂド認是．産周K霧,砥,鶴驍f蝿呼..,m":.;-

(アイウエオ順）

国土開発に協力する航測会社
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●緑と空気がきれいな ｡●｡●●●O●｡

自
＝
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＊登山・ノ、イキングのエチケット“

④土石や植物などを採ったり、傷つけたりしないようにしま

しょう。

⑯標識・立札などを汚したり、こわしたりしないようにしま

しょう。

の歩行中のタノぐコは吸わないようにしましょう。

⑲よごれた山は不愉快なものです。

紙くず・空カンなどの後始末に気をつけて山をきれいにし

ましょう。
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みどり

豊かな
一
｝

庁一画

句

(足摺大堂自然休養林）

国土の保全，木材の生産

国民の保健休養等

新しい森林造りを進める

国有林

高知営林局
高知市丸ノ内1－3毛0

I ’
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武
尊
自
然
休
養
林
）
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》

都会のさわがしさから逃れ，からだまで染富りそうな深い緑の

なかで新鮮な空気を胸いっぱい吸い込んだとき，木洩れ陽のおち

る林間の小径でさわやかな野鳥のさえずりを耳にしたとき，きっ

とあなた臆自然に帰ったよろこびに満足されるでしょう。

承なさんが，さまざまな自然にふれて，新しい明日への活力を

養っていただくために，奥利根の霊峰武尊山とその周辺の国有林

1,035ヘクタールを「武尊自然休義林」に指定し，このほどオー

プンしました。

前橋営林島
前橋市岩神町4丁目16－25
電話（0272）31-0611（代表）

参嬉封蓮暮只今ｾｯﾄ販売中’原色
＝

日本林業樹木図鑑 画

巻第画藍灘繕霜,/〒“
第1巻¥10,000･第3巻¥10,000･第4巻¥10,000
本書は日本の代表樹木･1麹00種,2巻80種,3巻80種,4巻52種
を原色ておさめたIIII←の本格的樹木図鑑てある．これは-般の樹木
図鑑ではなく，立体的，生態的な面に重点をおき，原色刷,説朋丸
分布図を付して,各樹木の徹底ﾛ嬬介をめざした．
なお,小社に直接セツI､お申込の方は1縦I致し最す．

一
鍔
↑

●ヒノキ林＝その生態と天然更新一
四手ｨ綱英･銅}誰男･…封･河原輝彦=妻轌
A5判/P386/¥3,800/〒140

地球社〒107束京都港区赤坂4-3-5/畷譲涼(585)0087娠蓉東京195298番



写真測量実測･設計
七

地図調製

9

立派な山づくりに

努めています

◇林をみる

◇林にきく

◇林と話す

。
（
、

取蹄役社挺後藤静

富士測量株式会社
長野営林局

大阪市天王寺区伶人町65TEL(771)5422-5424

、｡
=宅~=~､------二三－－定マーー塞寺二・乏丘辿－＝蛍-

’1

製品で／｜

<"I
社シモン

｜蛾･郁文京区湯勘2-4-4f11恨川ビル

）03（812）9121番
）03（964）4741稀
）011（861）8151番：
）0222（86）7ユ61稀 I）045（261）4940－1癖

’）0543（53）1ユ01番
I

）052（692）27ユユ番
I)06(322)1450－ユ稀M

‘）0822（41）3ユ24稀jl
;)0864(46)2476番“
i)093(581)2881番

;）0472（63）5831番

;）0“（54）8556番

:)0552(26）2643稀．’;)0762(51)1200"

:）0252（73）94ユ4番

鳥・津・岸和田・神戸
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本社束Xi[部文京区湯勘2-4-4f11帆川上

（芯）03（812）9121
束京醤業所（通）03（964）4741
札幌営業所（趣）011（861）8151
仙台営業所（寵）0222（86）7ユ61

機浜営業所（電）045（261）4940－1
滴水営業所（電）0543（53）1ユ01
名古屋営業所（雁）052（692）27ユユ
大阪営業所<")06(322)1450－コ
広島営業所（近）0822（41）3ユ24
倉数営業所（砥）0864（46）2476
北九州営業所（篭）093（581）2881
干葉営業所（寵）0472（63）5831
川崎営業所（寵）0“（54）8556
甲府出張所（趣）0552（26）2643
北陸出張所(")0762(51)1200
新潟出張所（寵）0252（73）94ユ4
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昭和測量工業株式会社
取締役社長本島照雄

本社東京都北区上中里1丁目11番8号

東京（910）7111（大代）
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森林法の軌跡
筒井廸夫著
A5．230P・¥2500〒140

林業法律
中尾英俊著

新書判・240P・¥800〒80

総論林業法律／林業基本法林業法制の展開法典整備期／林業
展開期／再編･戦時期／戦後土地法土地所有権／林野利用の
権利／入会権／権利の変動と登記管理法森林管理の必要性／
資源の維持／国土・環境保全目的の管理取引法林業取引と立
木／立木の売買／森林担保／森林保険団体法森林組合

明治林政における民有林の管理編
成，戦時木材統制下における民有
林管理編成の影響，戦後における
保安林制度の転回の跡をたどり，
問題点を抽出しながら，現在問わ

れている「森林法のあり方とは何
か」の課題に示唆を投げかけてい
るo

《
「

凸

農林出版株式会社
東京都港区新橋5-33-2

電話431-0609.3922
振替東京80543番

林道設計
夏目正著

新書判・234p・¥800〒80

改訂5版昨年4月，林道規程

が改正されたのを機会に，新しい

規定にそって，かなりの部分を書

き改めるとともに，これまでの版

に無かった縦断曲線(y)表2篇を

加えたことは，実務の上で一層役

立つことと思われる。

1

自然保護と日本の森林
大政正隆著
新書判・280P・¥800〒80

好評3版9項目75テーマをあげ，次の3つに重点をおく。
資源保護と自然保護は表裏一体のものである／自然林は健全で
安定しているという考え方は当をえていない／最近の目にあま
る自然破壊は日本人の自然観によるもの



リ量掻信教育講庫
も

日も
ﾉ,、

現在，林業技術の発展の一つに航空写真による森林状況調査があります。航空写真測量は，

森林の状況をそのままみせてくれますので，さまざまな林木の調査に用いられます。その他，

林道の測量，砂防工事のための測量，索道の測量，ダムの測量と測量の知識は林業関係者にも

必要な分野であります。皆様が家庭や職場で学びうるこの測量通信教育は，本当に役立ものと

考えます。

◇本科(測量士･士補コース12カ月）
本科コースは,基本から応用までを毎週2～3.回のレポートで1カ年間学習するものです。測

量の全体を指導する本講座は教材も豊富なうえ，指導方法も多測面から行い，添削なども早く

良心的になっております。写真判読なども利用して教育の成果をあげています。

国家試験受験の方には最適です。何よりも指導範囲が広いうえに，指導程度が高いので，毎

年，多数の合格者をだしております。

当研究所は測量の専門指導機関であるだけに，より早く測量全体を体系的に学べるよう指導

しております。

O費周測量士’8,000円教ﾂ書酬:}友の鍬'’000門測量士補25,000円

調査士36,000円〃2,800円

詳しくは案内書を請求して下さい，無料にて送ります。

○送金方法現金書留で下記まで，受誰希望者はコース名を明記して申し込んで下さい。

巳
心
■

１
０
０
《

｜
I｜

’
測 量者

土木と測量新聞

(隔月刊）

(月刊紙）

測量専門誌

土木測量専門紙

ま

４
０
１
９
８
８
６
Ｆ

○｢測量者｣は測量に関する専門誌で,内容は基準点測量,航空測量,水路測量などより構成

○会員になると雑誌と新聞無料配布（年間2,000円）の他，会員への図書割引その他の特

典があります。

○会員となるためには，「入会申込」を明記のうえ下記住所まで

※入会金1カ年法人5,000円個人2,000円（学生1,500円） １
１
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生かさず／殺さずノ除草剤？
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林野の除草に－

定評ある三共の農薬 ◎毒性が極めて低く、爆発､火災などの危険性がない安全な薬剤

◎ササ・ススキにすぐれた抑制～枯殺効果

◎植栽木に対する薬害の心配がない

◎秋一ササ･ススキの出芽初期が散布適期ですので農閑期に散布

できる

◎遅効性で頚境を急激に変えず雑草木の繁茂を抑える
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良い品を全国へ

園熊平金庫OS-53D型
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図面の面積を測るときプラニメーターが便利です
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種分車帰零-O.bac装識一測定l刑姑llキワンタッチでl.l磯をO位悩にセットできます。二度の
読取})や差引き!;l算の必要がありません‘

直進式-Lineal･type－種針がないので図面上に識いただけで使えます｡疫大図而の測

定も一度で済みます。トレーサーにルーペ式と指針式がf》I)まずⅧ
NQOO1R単式ルーペ式=¥23.500NQOO1N単式指針式=¥23,000
No'OO2R複式ルーペ式=Y25,000NQOO2N複式指針式=Y24,500
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森林測量に新分野を拓くウシカタ

*tOf令輪や巳41唾”▲今由一や卑雪尋廿邑一ゐ､ろ

＝･･j智猛で石1瓦基宝石三で亨蕃］
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価
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円
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NO.S-25トラコン
牛方式5分説コンパストランシット

謬揖鍵…･--一‘･…．．……･‘－－．12X

水平分度5分読‘･-…端零装置付

Y42"000

NO.9D．13D･･ワイド輪尺
測定長が伸びるジュラルミン製のスマートな輪尺

N09D．…･･･---…・・、-.90,ﾂ晒逮で=¥9,500

NO‘13，．．．.･･･'･･･-･-･130.鶴'まで=Y11,000

コンドルT-22
牛方式双視実体鏡

2人が同時に同じ写真像を観測できます。

Y320000

F

煕 牛方商畳
東京都大田区千鳥2-12-7★誌名ご記入の上カタログご請求ください。

TEL(750)0242代表〒145
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